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シ

ャ
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パ

l
=
l
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ハ
l
ン
と
ウ
ラ
マ

i
達

1

1

一
六
世
紀
初
頭
の
中
央
ア
ジ
ア
に
於
け
る
ヤ
サ
と
シ
ャ
リ

l
ア
|

|

磯

貝

健

は

め

に

I

論
争
に
関
す
る
前
提
的
デ
ー
タ

E

論

争

の

全

容

E

論
争
に
参
加
し
た
ウ
ラ
マ
l
達

w
ウ
ラ
マ
l
遣
の
立
場
と
シ
ャ
イ
パ
l
ニ
l
の
立
場

お

わ

り

に

じ

- 32-

t土

じ

め

西
暦
一
五

O
O年、

ウ
ズ
ベ
ク
族
を
率
い
る
シ
ャ
イ
バ

I
F
-
-
-
ハ
l
ン

ω}戸
田
一
ゲ
削
口
同

阿
内
「
削
ロ

は
チ
ム

l
ル
朝
の
ス
ル
タ
ン
・
ア
リ

I

、
l
ル
ザ
l
ω
口
一
一
山
口

a

〉
Z
E
M
H
N
帥
よ
り
サ
マ
ル
カ
ン
ド
を
奪
い
、
こ
こ
に
シ
ャ
イ
バ
l
ン
朝
政
権
に
よ
る
マ

l
ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ
ル
の
支

配
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
司
た
。
シ
ャ
イ
バ
l
ニ
l
・
ハ
l
ン
個
人
の
征
服
活
動
に
闘
し
て
は
、
既
に
或
る
程
度
の
研
究
蓄
積
が

(

1

)

 

あ
り
、
そ
の
大
略
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
た
に
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
た
マ

l
ワ
ラ

l
ア
ン
ナ
フ
ル
の
イ
ス
ラ
ム
祉

舎
を
、
自
身
も
ま
た
ム
ス
リ
ム
で
あ
っ
た
シ
ャ
イ
バ

l
ニ
ー
が
如
何
に
櫨
績
的
に
支
配
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
未
だ
十
分
な
議
論
が
壷
く
さ



(

2

)

 

れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

一
口
に
支
配
と
言
っ
て
も
、
そ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
あ
ま
り
に
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
支
配
す
る
側
を
王
朝
擢
力
と
設
定
す

る
の
か
、
或
い
は
在
地
の
有
力
者
層
を
も
含
め
た
社
舎
の
上
層
部
全
瞳
と
設
定
す
る
の
か
に
よ
っ
て
も
そ
の
意
味
は
自
ず
か
ら
異
な
っ
て
こ
よ

ぅ
。
本
稿
は
、

シ
ャ
イ
パ
I
ニ

l
に
仕
え
、
彼
の
晩
年
の
言
行
を
つ
ぶ
さ
に
-
記
録
し
た
イ
ブ
ン
・
ル
I
ズ
ピ
ハ

l
ン
田
口
河
口
Nr-r削
ロ
の

(
3〉

『
プ
ハ
ラ
の
客
人
の
書
ミ

S
3
E
-
Sされ
H-ENW之
宮
可
制
』
に
見
え
る
、

シ
ャ
イ
バ

I
=
1
と
ウ
ラ
マ

1
達
の
聞
に
交
わ
さ
れ
た
法
事
論
争

る
。
よ
っ
て
、
本
稿
に
於
い
て
は
、

王
朝
権
力
者
と
し
て
の
シ
ャ
イ
バ

l
ニ

l
の
イ
ス
ラ
ム
祉
舎
へ
の
封
醸
の
在
り
方
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

「
支
配
さ
れ
る
側
」
と
は
嘗
時
シ
ャ
イ
バ

I
ン
朝
の
領
土

「
支
配
す
る
側
」
と
は
王
朝
権
力
を
意
味
し
、

を
手
掛
か
り
と
し
て
、

に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
イ
ス
ラ
ム
祉
舎
全
瞳
を
指
し
て
い
る
。
以
下
に
紹
介
す
る
法
事
論
争
に
於
い
て
、
前
者
は
シ
ャ
イ
バ

l
ニ

1
・ハ

l
ン

に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
、
後
者
は
イ
ス
ラ
ム
社
舎
の
秩
序
を
根
本
で
支
え
る
イ
ス
ラ
ム
法
(
シ
ャ
リ
l
ア
)
の
措
い
手
で
あ
る
ウ
ラ
マ

I
達
に
よ

。0
9
0
 

り
代
表
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

I 

論
争
に
闘
す
る
前
提
的
デ
ー
タ

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
取
り
扱
う
法
挙
論
争
は
、

シ
ャ
イ
バ

I
ニ

1
に
仕
え
た
ウ
ラ
マ
ー
の
う
ち
の
一
人
が
、
自
ら
の
著
書
の
な
か

に
そ
の
模
様
を
牧
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
論
争
の
内
容
を
検
討
す
る
に
は
、
ま
ず
論
争
の
記
録
者
で
あ
る
イ
プ
ン
・
ル

1
ズ
ピ
ハ
I

γ
の
経
歴
、
お
よ
び
、
論
争
の
模
様
を
牧
め
る
彼
の
著
書
、
『
ブ
ハ
ラ
の
客
人
の
書
』
の
持
つ
性
格
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
論
争
を
歴
史
的
文
脹
に
於
い
て
把
握
す
る
た
め
に
は
、
論
争
が
行
な
わ
れ
た
時
期
を
確
定
す
る
と
共
に
、
嘗
時
の
時
代
賦
況
を
考
慮
し
つ
つ

そ
の
内
容
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
本
論
争
の
内
容
を
検
討
す
る
た
め
の
議
備
的
作
業
と
し
て
、
以
上
述
べ
て
き
た
黙
に
つ
い

て
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
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イ
プ
ン
・
ル

l
ズ
ビ
ハ

l
ン
の
生
年
は
未
だ
確
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、

(

4

)

 

一
五
世
紀
半
ば
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
彼
は
生
地
で
あ
る
シ

l
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(
5〉

イ
ス
フ
ア
ハ

1
ン
、
ヒ
ジ
ャ

l
ズ
な
ど
の
各
地
で
イ
ス
ラ
ム
諸
撃
を
修
め
た
シ
ャ
ー
プ
ィ
イ

i
涯
の
ウ
ラ
マ
ー
で
あ
っ
た
が
、

(

6

)

 

わ
け
ハ
デ
ィ

l
ス
撃
に
秀
で
、

ラ

I
ズ、

と
り

一
五
六
六
/
六
七
年
に
マ

I
ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ
ル
で
作
成
さ
れ
た
詩
人
停
、
〉
h
R
h
s
b
b
E
1
よ
み
ま
邑
に
よ
れ

(

7

)

 

ば
、
蛍
時
の
マ
l
ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ
ル
の
ハ
デ
ィ
l
ス
事
者
の
多
く
が
彼
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
い
う
。
彼
は
ア
ク
・
コ
ユ
ン
ル
朝
の
君
主
、
ス

ル
タ
ン
・
ャ
l
ク
l
ブ

ω己
百
ロ
ペ
白
ぶ
ロ
ゲ
に
仕
え
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
一
五

O
一
年
以
降
、
イ
ラ
ン
の
地
が
シ
l
ア
涯
の
サ
フ
ァ
ヴ

ィ
l
朝
政
権
の
支
配
下
に
入
る
と
、
こ
れ
を
嫌
っ
て
一
五

O
四
年
に
は
チ
ム
l
ル
朝
支
配
下
の
ホ
ラ
l
サ
l
ン
へ
と
至
る
。

の
地
は
シ
ャ
イ
バ
l
ニ

l
・
ハ
l
ン
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
、
彼
は
シ
ャ
イ
バ
l
ン
朝
の
王
族
達
に
仕
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
が
『
ブ
ハ
ラ
の

(
8
)
 

客
人
の
書
』
を
完
成
さ
せ
た
の
は
一
五

O
九
年
九
月
八
日
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
一
五
二
一
年
に
ブ
ハ
ラ
で
渡
し
、
そ
の
地
に
葬
ら
れ
た
。

決
に
、
本
書
の
持
つ
性
格
に
つ
い
て
も
注
意
を
排
い
な
が
ら
、
こ
の
法
事
論
争
の
背
景
を
な
す
時
代
朕
況
、
及
び
論
争
の
行
な
わ
れ
た
時
期

一
五

O
七
年
、
こ

に
つ
い
て
述
べ
て
ゆ
く
。

既
に
一
五

O
O年
に
チ
ム
l
ル
朝
サ
マ
ル
カ
ン
ド
政
権
を
崩
壊
さ
せ
た
シ
ャ
イ
バ
l
ニ
l
は
、

(
9
)
 

ム
l
ル
朝
へ
ラ

1
ト
政
権
を
も
滅
亡
さ
せ
る
。
こ
の
後
、
シ
ャ
イ
バ
l
ニ

l
は
一
旦
マ
l
ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ
ル
へ
と
揖
四
一
定
す
る
が
、
翌
一
五

O

一
五

O
七
年
に
は
へ
ラ

l
ト
を
占
領
し
、

チ

- 34ー

八
年
に
は
ホ
ラ

1
サ
l
ン
方
面
の
チ
ム
l
ル
朝
勢
力
の
残
議
を
髄
逐
す
る
た
め
に
再
び
遠
征
を
行
い
、

(
羽
)

な
ど
の
諸
地
を
新
た
に
自
己
の
領
土
内
に
組
み
入
れ
た
。
ホ
ラ

I
サ
l
ン
方
面
に
於
け
る
作
戦
が
ひ
と
ま
ず
終
了
す
る
と
、

ア
ス
タ
ラ
l
パ
l
ド

ダ

l
ム
ガ

l
ン

シ
ャ
イ
バ
l
ニ
l

日 t主
に そ
は の
ブ 年
ハ の
ラ 晩
に秋
到を
着マ
し ノレ

てヴ

いーの
る日多
。〉管

地
で
過

し

一
五

O
八
年
二
一
月
六
日
、

マ
ル
ヴ
を
護
っ
て
ブ
ハ
ラ
へ
と
向
か
い
、
同
年
一
二
月
一
六

『
ブ
ハ
ラ
の
客
人
の
書
』
の
冒
頭
部
分
で
は
、
一
紳
と
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
賛
辞
に
績
い
て
、
こ
の
時
の

(

ロ

)

シ
ャ
イ
バ

l
ニ

l
の
ブ
ハ
ラ
〈
の
鯖
還
の
様
子
が
描
寓
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
ブ
ハ
ラ
に
簡
、
還
し
た
シ
ャ
イ
パ

l
=
ー
の
も
と
に
は
、

及
び
ブ
ハ
ラ
、

サ
マ
ル
カ
ン
ド
、

マ
l
ワ
ラ

I
ア
ン
ナ
フ
ル
各
地
に
分
封
さ
れ
た
シ
ャ
イ
パ

l
ン
朝
の
王
族
、

(

日

)

ホ
ラ
l
サ
l
ン
の
ウ
ラ
マ
l
達
が
参
集
し
た
。
王
族
や
ウ
ラ
マ

I
達
の
参
集
の
描
潟
に
績
け
て
、
イ
ブ
ン
・

『
ブ
ハ
ラ
の
客
人
の
書
』
執
筆
の
動
機
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
〈
〔
〕
内
の
語
は
筆

ル
ー
ズ
ビ
ハ

l
ン
は
、
序
文
末
尾
部
分
に
於
い
て
、



者
の
補
足
部
分
。
以
下
同
じ
〉
。

慈
悲
深
き
カ
リ
フ
様
(
シ
ャ
イ
パ

!
7
1
・ハ

I
γ
)

の
教
示
の
海
か
ら
は
、

日
々
諸
撃
の
難
問
の
解
決
に
閲
し
て
驚
く
べ
き
徴
が
現
わ
れ

た
。
そ
れ
ら
の
皐
盆
の
敷
々
は
、
多
く
の
利
盆
の
額
現
に
ほ
か
な
ら
ぬ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
を
集
め
〔
て
ま
と
め
る
〕
た
め
に
、
そ
の
一
つ
一

つ
が
書
き
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
〔
話
の
妓
述
の
〕

一
方
に
於
い
て
は
、
プ
ハ
ラ
か
ら
の
出
護
、
及
び
カ
ザ
フ
へ

け
ち
れ
て
い
た
。

の
攻
撃
の
際
の
扶
況
の
全
て
が
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
本
書
は
初
め
『
ブ
ハ
ラ
の
並
の
書
匂
む
¥hH下
送
制
3
5・1
N
W
H
h
F
E可
制
』
と
名
附

〔
本
書
の
〕
執
筆
へ
の
意
欲
が
〔
こ
の
私
め
の
〕
想
念
の
内
に
確
固
と
し
た
も
の
と
な
る
に
及
ん
で
、
こ
の
意
欲
の
寅

際
の
と
こ
ろ
が
い
と
高
き
御
方
た
る
慈
悲
深
き
カ
リ
フ
様
の
高
貴
な
る
舎
合
の
場
で
明
ら
か
と
な
る
に
至
っ
た
。
〔
ハ

l
ン
様
は
本
書
を
〕

完
成
さ
せ
る
よ
う
に
と
御
指
示
を
下
さ
り
、

本
書
を
『
プ
ハ
ラ
の
客
人
の
書
ミ
H
V
3
E
-
S
3
b
'
X
N
W
H
h窓
側
可
制
』
と
名
附
け
ら
れ
た
。

も
し
神
が
御
許
し
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
諸
々
の
物
語
を
語
る
一
方
で
〔
ハ
l
ン
様
の
〕
拳
盆
の
数
々
が
絞
述
さ
れ
、

諸
々
の
事
盆
〔
を
語
る
〕
一
方
に
於
い
て
物
語
の
数
々
が
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
さ
て
、
〔
本
書
の
〕
根
本
に
し
て
全
韓
の
目
的
は

事
術
的
な
諸
々
の
テ
l
マ
の
研
究
に
あ
る
ゆ
え
、
ま
ず
は
王
の
も
の
た
る
舎
合
の
場
に
於
い
て
明
白
な
答
え
が
出
さ
れ
た
十
の
テ

1
7
に

(
U
)
 

つ
い
て
の
絞
述
か
ら
始
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。
紳
、
彼
こ
そ
は
物
惜
し
み
せ
ぬ
援
助
者
に
し
て
、
彼
よ
り
成
功
へ
の
御
導
き
が
あ
る
。

〔ハ

1
ン
様
の
〕

- 35ー

主
と
し
て
シ
ャ
イ
パ
l
ニ
l
の
封
カ
ザ
フ
遠
征
の
記
録
を
牧
め
て
い
る
本
書
に
、
な
ぜ
神
事
や
法
撃
に
闘
す
る
論
争
の
模
様
ま
で
も
が
牧
録
さ

れ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
、
上
述
の
イ
プ
ン
・
ル
l
ズ
ビ
ハ
l
ン
の
言
明
よ
り
明
ら
か
と
な
る
。

「
根
本
に
し
て
ゐ
一
睡
の
目
的
」
と
は
、
「
拳
術
的
な
諸
々
の
テ
l
マ
の
研
究
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

-

h

序
文
に
績
き
、
イ
プ
ン
・
ル
l
ズ
ピ
ハ
l
ン
は
、

彼
に
と
っ
て
本
蓄
を
執
筆
す
る
際
の

神
事
論
争
の
模
様
を
、

マ
ル
ヴ
か
ら
蹄
還
し
た
シ
ャ
イ
バ
l
ニ
ー
が
プ
ハ
ラ
に
滞
在
し
た
さ
い
行
な
わ
れ
た
十
の

(

日

〉

「
ラ
マ
ダ
l
ン
月
の
プ
ハ
ラ
の
諸
テ
l
マ
」
と
い
う
章
一
題
の
も
と
に
記
録
し
て
い
る
。
上
述
の
序
文
末
尾
部
分
に
述
べ

365 

ら
れ
る
「
十
の
テ

I
マ
」
と
は
、
こ
こ
に
記
録
さ
れ
る
十
の
紳
拳
論
争
を
指
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
章
題
か
ら
明
ら
か
な
よ

う
に
、
こ
れ
ら
の
神
事
論
争
が
質
施
さ
れ
た
の
は
困
層
九
一
四
年
の
ラ
マ
ダ
l
ン
月
、
即
ち
西
暦
一
五

O
八
年
一
二
月
二
四
日
か
ら
一
五

O
九
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年
一
月
一
一
一
一
日
の
聞
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
扱
わ
れ
る
法
事
論
争
の
記
録
は
、
こ
れ
ら
の
紳
摩
論
争
の
記
述
の
直
後
に
、
-
章
を
改
め
て
牧

(
日
目
)

め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
論
争
が
行
な
わ
れ
た
場
所
も
や
は
り
ブ
ハ
ラ
で
あ
っ
た
。

件
の
法
事
論
争
の
記
録
に
績
き
、
イ
ブ
ン
・
ル
l
ズ
ピ
ハ
l
ン
は
ブ
ハ
ラ
で
行
な
わ
れ
た
も
う
一
つ
の
神
間
子
論
争
の
模
様
を
、

(

げ

)

て
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
本
章
の
末
尾
に
は
、
衣
-
一
章
へ
の
つ
な
ぎ
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
文
章
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。

一
章
を
さ
い

プ
ハ
ラ
で
の
諸
テ

1
7
の
内
の
一
つ
は
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
ア
た
。
へ
ラ
l
ト
に
於
い
て
、
私
め
が
ミ
ン
バ
ル
で
ハ
デ
ィ

1
ス

と
の
至
高
な
る
命
令
が
、
設
布
さ
れ
る
築
血
管
を
得
た
〔
こ
と
が
あ
っ
た
〕
。

一度、

を
讃
む
よ
う
に
、

そ
し
て
、

或
る
ハ
デ
ィ

l
ス
が
ミ
ン
パ
ル

で
讃
み
上
げ
ら
れ
、

そ
の
註
揮
に
於
い
て
、

諸
々
の
知
識
の
機
微
の
数
々
が
語
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
の
勧
告
〔
の
内
容
〕
を

こ
こ
に
引
用
す
る
こ
と
は
、
話
を
そ
ら
す
こ
と
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
ブ
ハ
ラ
で
の
出
来
事
で
は
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
な
が

〈
鴎
)

ら
、
そ
の
翠
盆
の
多
大
な
る
ゆ
え
、
こ
こ
に
紋
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

- 36ー

即
ち
、
本
書
冒
頭
に
現
わ
れ
る
シ
ャ
イ
パ

l
ニ

l
の
ブ
ハ
ラ
到
着
の
措
潟
か
ら
始
ま
っ
て
、
前
掲
の
文
章
が
存
す
る
箇
所
に
至
る
ま
で
は
、
著

者
は
意
識
的
に
ブ
ハ
ラ
で
の
出
来
事
の
み
を
絞
逃
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
更
に
、
本
章
に
牧
め
ら
れ
る
神
事
論
争
が
行
な
わ
れ
た
の
が
や
は

(
山
口
)

り
ラ
マ
ダ
l
ン
月
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
書
中
、
「
ラ
マ
ダ

1
ン
月
の
ブ
ハ
ラ
の
諸
テ

I
マ
」
と
題
さ
れ
る
十
の
紳
事
論
争
の
記
録
か
ら
、

前
掲
の
文
章
に
至
る
ま
で
の
部
分
は
、
回
暦
九

一
四
年
ラ
マ
ダ

i
ン
月
に
プ
ハ
ラ
で
起
こ
っ
た
出
来
事
を
俸
え
る
も
の
と
考
え
て
大
過
あ
る
ま

具
瞳
的
な
時
日
を
何
も
記
し
て
は
い
な
い

ぃ
。
イ
プ
ン

・
ル
l
ズ
ビ
ハ

l
ン
は
、

本
稿
で
扱
う
法
事
論
争
が
行
な
わ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
、

が
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
筆
者
は
件
の
法
事
論
争
が
行
な
わ
れ
た
時
期
を
一
五

O
八
年
二
一
月
二
四
日
か
ら
一
五

O
九
年

一
月
二
二
日

の
聞
の
或
る
時
期
と
考
え
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
シ
ャ
イ
バ

l
ニ
l
は、

マ
l
ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ
ル
と
ホ
ラ
1
サ

l
ン
を
中
心

と
す
る
、
慶
大
な
地
域
に
わ
た
る
イ
ス
ラ
ム
祉
舎
を
統
治
す
る
君
主
で
あ
っ
た
。
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論

争

の

全

容

前
章
に
於
け
る
検
討
に
よ
り
、
論
争
の
記
録
者
の
経
歴
、
論
争
を
牧
め
る
書
物
の
持
つ
性
格
、
論
争
の
背
景
を
な
す
時
代
朕
況
、
そ
し
て
論

争
が
行
な
わ
れ
た
時
期
に
闘
し
て
、
そ
の
大
九
を
明
ら
か
に
し
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
、
筆
者
自
身
の
解
樟
を
適
宜
は
さ
み
な
が

ら
、
論
争
の
全
需
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

討
論
υ

賀
子
が
居
な
が
ら
に
し
て
の
孫
の
相
緩

預
言
者
様
|
|
紳
が
彼
に
恵
み
を
興
え
、
救
い
を
興
え
る
よ
う
に
|
|
の
聖
法
に
お
け
る
相
績
財
産
に
闘
す
る
規
定
と
は
以
下
の
通
り
。

或
る
者
が
死
に
、
そ
の
者
に
寅
子
と
、
そ
の
者
の
生
前
に
そ
の
父
親
が
渡
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
孫
と
が
あ
る
場
合
、
南
者
は
同
等

(

却

〉

に
相
綾
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
全
て
の
ウ
ラ
マ

l
が
一
致
し
て
い
る
様
に
、
賓
子
は
孫
を
〔
相
績
か
ら
〕
除
外
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
件
に
関
す
る
異
論
な
ど
未
だ
か
つ
て
聞
か
れ
て
い
な
い
し
、
ど
の
世
代
の
人
で
あ
れ
、
相
績
財
産
に
つ
い
て
〔
雨
者
を
〕
同

(

幻

〉

等
に
扱
っ
て
き
た
な
ど
と
は
私
に
は
思
わ
れ
な
い
。

367 

十(被相績人〉

「一一寸
B f伽生前死亡〉

D 

- 37ー

園1

以
上
の
言
読
を
園
ー
を
使
っ
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。
イ
ブ
ン
・
ル

I
ズ
ビ
ハ
l
ン
は
、
イ
ス
ラ
ム
法
に
於
い

て
は
、

A
の
遺
産
を
相
績
し
得
る
の
は

B
の
み
で
あ
り
、

D
は
相
績
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で

あ
る
。被

相
績
人
の
死
亡
前
に
、
本
来
そ
の
相
績
人
と
な
る
べ
き
人
物
が
死
亡
し
て
い
た
り
、

ま
た
は
鉄
格
、
慶
除

に
よ
っ
て
相
績
櫨
を
失
っ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
棺
績
人
の
子
供
が
代
わ
っ
て
相
綾
人
と
な
る
こ
と
を
、
法
律

用
語
で
代
襲
相
績
と
い
う
。
箇
1
の
ケ

1
ス
で
い
え
ば
、

D
が
C
に
代
わ
っ
て

A
の
遺
産
を
相
績
す
れ
ば
代
襲

相
績
を
行
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
イ
プ
ン
・
ル

l
ズ
ビ
ハ
l
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
、

イ
ス
ラ
ム
法
に
於
い
て
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は
、
寅
際
、

(n) 

代
襲
相
績
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

A
か
ら
C
に
い
た
る
三
人
は
全
て
男
性
で
あ
る
。
即
ち
、
本
論
争
に
於
い
て
、

被
相
摺
人
の
賀
子
と
言
え
ば
、
専
ら
男
子
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
法
に
お
い
て
、
相
績
人
の
性
別
は
相
績
分
を
左
右
す
る
重

向
、
こ
の
後
の
論
争
の
盤
、
過
よ
り
明
ら
か
と
な
る
よ
う
に
、

要
な
要
素
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
注
意
を
促
し
て
お
く
。

王
の
居
所
た
る
へ
ラ

l
ト
|
|
紳
よ
、
こ
の
ま
ち
を
災
厄
の
数
々
よ
り
守
り
給
え
l
|止
於
い
て
高
き
地
位
に
在
ら
せ
ら
れ
る
ハ

(

幻

〉

1
ン
様
は
へ
ラ

1
ト
の
ウ
ラ
マ

l
達
に
こ
う
お
尋
ね
に
な

っ
た
。

「
相
績
の
原
因
と
は
親
族
関
係
、
な
い
し
は
婚
姻
関
係
、
な
い
し
は
庇
護

一度、

閥
係
(
若
田
一
印
苫
ロ
)
に
あ
る
。
親
族
関
係
が
求
め
る
と
こ
ろ
と
は
、

ば
〔
そ
の
者
が
〕
相
積
す
る
、

〔
血
統
的
に
〕
近
い
関
係
に
あ
る
者

2
2
5
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
貫
子
が
存
在
す
る
場
合
は
、
自
分
よ
り
も
〔
血
統
的
に
〕
近
い
者
が
存
在
す
る
放

に
孫
は
相
績
を
行
な
わ
な
い
。
理
性
に
よ
り
類
推
し
て
(
全
志
田
ム
五
一
)
み
る
に
、
彼
よ
り
〔
被
相
績
人
へ
と
至
る
血
統
上
の
〕
道
筋
に
存

在
し
、
且
つ
、
彼
よ
り
も
〔
被
相
縞
人
に
〕
近
い
者
こ
そ
が
彼
の
相
績
の
障
害
と
な
る
の
で
あ
り
、
彼
よ
り
も
〔
血
統
上
被
相
績
人
に
〕

(
但
)

近
い
者
が
無
制
約
的
に
〔
彼
の
相
績
の
障
害
と
な
る
〕
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
」

- 38ー

今
度
は
、

シ
ャ
イ
パ

l
ニ
!
の
言
設
を
園
2
に
よ
っ
て
説
明
し
て
み
よ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
孫
の

D
に
よ
る

A
の
遺
産
相
績
の
障
害
と
な
る

の
は
、

D
か
ら
A
に
至
る
血
統
上
の
「
道
筋
に
存
在
し
」、

且
つ
、

D
よ
り
も
A
に
「
近
い
者
」
、
即
ち

D
の
父
親
で
あ
る

C
の
み
で
あ
る
と
い

A 

b(障害〉

D 

ぅ。

D
の
お
じ
に
あ
た
る

B
は

血
統
上

D
よ
り
も
A
に
近
い
が

シ
ャ
イ
バ

l
=
ー
は

B 
t土

D
に
よ
る

A
の
遺
産
相
績
の
障
害
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
シ
ャ
イ
バ

l
=
ー
は
代
襲
相
績
を
認
め

園 2

る
立
場
を
取
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
論
争
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

シ
ャ
イ
パ

1
ニ
1
の
言
説
中
に
現
わ
れ
る
「
庇
護
閥

B 

係
」
と
い
う
概
念
の
理
解
が
必
須
と
な
る
。
多
少
話
の
本
筋
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
、

(

お

)

ム
法
に
お
け
る
庇
護
関
係
に
つ
い
て
簡
単
に
燭
れ
て
お
こ
う
。

イ
ス
ラ



庇
護
関
係
を
生

e
せ
し
め
る
原
因
は
皐
一
で
は
な
い
が
、
最
も
一
般
的
な
原
因
と
し
て
は
、
或
る
人
物
に
よ
る
非
自
由
人
の
解
放
と
い
う
行
震

が
事
げ
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
行
篤
の
結
果
と
し
て
、
解
放
者
は
庇
護
者
と
な
り
、
被
解
放
者
は
被
庇
護
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
庇
護
関
係
に
お

け
る
庇
護
者
と
被
庇
護
者
整
方
の
権
利
、
義
務
に
闘
し
て
は
、
全
法
事
涯
の
見
解
が
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
庇
護

(

お

)

お
よ
び
後
者
の
ア
サ
バ
に
次
ぐ
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
閲
し
て

者
が
、
被
庇
護
者
の
遺
産
に
掛
し
、
後
者
の
コ

1
ラ
ン
に
よ
る
割
嘗
相
績
人
、

は
、
異
論
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
シ
ャ
イ
バ

I
ニ

1
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
法
に
お
い
て
は
、
庇
護
関
係
も
相
績

の
原
因
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
庇
護
閥
係
は
嘗
事
者
一
代
限
り
で
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
く
、
嘗
事
者
の
死
後
も
、
賞
事
者
隻
方
の
相

績
人
に
引
き
縫
が
れ
る
J

つ
ま
り
、
庇
護
者
の
相
績
人
と
、
被
庇
護
者
の
相
績
人
と
は
、
相
績
に
よ
り
庇
護
闘
係
を
引
き
繕
ぐ
の
で
あ
る
。

本
題
に
戻
ろ
う
。
シ
ャ
イ
パ

I
ニ

l
は
更
に
自
設
の
主
張
を
績
け
る
。

「
ゆ
え
に
、
も
し
も
〔
被
相
績
人
の
〕
子
供
の
内
の
一
人
を
親
に
持
つ
孫
が
居
り
、

上
〕
結
び
つ
け
る
者
が
、
か
よ
う
な
〔
被
相
績
人
の
〕
子
供
。
口
町
田
H
S
E〉
な
の
で
は
な
く
、

〔
自
身
の
〕
除
外
を
引
き
起
こ
す
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
類
の

そ
の
孫
と
〔
被
相
績
人
た
る
〕
故
人
と
を
〔
血
統

相
績
の
際
に
存
在
し
な
い
が
ゆ
え
に
、

〔
被
相
績
人
の
〕
子
供
で
あ
る
の
な
ら

そ
の
孫
は
相
績
を
行
な
お

- 39ー

ぅ
。
以
上
が
理
性
に
よ
る
類
推
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

が
〔
被
相
績
人
の
〕
男
子
で
あ
り
、

且
つ
、

ウ
ラ
マ
l
達
の
イ
ジ
ュ
マ
!
と
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
孫
は
、
そ
の
親

〔
相
績
の
際
に
〕
存
命
中
で
あ
る
よ
う
な
場
合
も
、
ま
た
は
そ
の
親
が
〔
被
相
績
人
の
〕
男

子
で
あ
り
、

且
つ
、
孫
か
ら
見
れ
ば
祖
父
に
あ
た
る
、

〔
自
身
の
〕
父
親
の
生
前
に
既
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
も
、

〔
被
相
績
人
の
〕
男

子
と
共
に
は
相
績
を
行
な
わ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
イ
ジ
ュ
マ
ー
が
何
に
基
づ
い
た
も
の
な
の
か
は
知
ら
れ
て

(

幻

)

〔
被
相
績
人
の
〕
孫
は
〔
被
相
績
人
の
〕
男
子
と
共
に
相
績
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
そ
の
イ
バ

l
一
フ
に
よ
っ

い
な
い
の
だ
。

ぬ て
指
示
す
る
よ
う
な
明
瞭
な
典
援
を
コ

1
ラ
ン
な
い
し
は
預
言
者
の
ス
ン
ナ
よ
り
も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
く
ば
、
典
擦
を
持
た

単
な
る
ウ
ラ
マ
l
達
の
イ
ジ
ュ
マ
ー
な
ど
耳
を
傾
け
ら
れ
は
し
な
い
も
の
だ
。

買
に
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
l
ン
の
ヤ
サ

Q
倒
的
伽
)
に
於
い

369 

て
は
、

〔
被
相
績
人
で
あ
る
〕
祖
父
の
生
前
に
そ
の
父
親
が
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
〔
被
相
績
人
の
〕
孫
は
、

〔
被
相
積
人
の
〕
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〈

m
A
)

男
の
賀
子
と
同
等
に
相
績
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

前
段
の
内
容
を
受
け
て
、

シ
ャ
イ
バ

l
ニ
l
は
圃
1
の
B
と
D
が
同
等
に

A
の
遺
産
を
相
績
し
得
る
と
主
張
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
傍
線
部
、

「
か
よ
う
な
〔
被
相
績
人
の
〕
子
供
」
と
は
い
さ
さ
か
分
か
り
に
く
い
表
現
で
あ
る
。
前
段
に
於
け
る
シ
ャ
イ
バ
!
ニ
!
の
主
張
の
骨
子
は
、

被
相
績
人
の
孫
が
相
績
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
は
、

そ
の
孫
の
父
親
が
相
績
の
際
に
存
在
し
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
り
、

そ
の
父
親
が
既
に
死
亡

し
て
い
る
場
合
は
、
孫
に
よ
る
代
襲
相
績
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
か
よ
う
な
〔
被
相
績

人
の
〕
子
供
」
と
は
、
杷
績
の
際
に
存
在
し
、
被
相
績
人
の
孫
に
あ
た
る
自
子
の
相
績
の
障
害
と
な
る
、

そ
の
孫
の
父
親
を
指
す
と
考
え
て
開

章
、
工
、
ご
ろ
う

0

3
L
T
L
T
F一

つ
ま
り
、
圃
2
の
C
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。

シ
ャ
イ
パ

l
ニ
ー
も
「
イ
ジ
ュ
マ

l
」
に
よ
る
規
定
と
し
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
質
際
イ
ス
ラ
ム
法
に
於
い
て
は
、
被
相
績

(
m
m
)
 

人
の
男
子
は
無
篠
件
に
孫
を
相
績
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、

イ
ス
ラ
ム
法
で
は
、
相
績
権
所
有
者
は
、
自
身
を
介
し
て
被
相
績
人
と
の
聞
に
血
縁
関
係
を
有
す
る
者
全
て
を
相
績
か
ら
除

(

初

〉

外
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
孫
は
そ
の
父
親
を
介
し
て
祖
父
と
の
聞
に
血
縁
関
係
を
有
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
祖
父
の
死
亡
時
、
自
ら
の

原
則
と
し
て
、

- 40ー

父
親
が
存
在
し
て
い
れ
ば
、
彼
に
よ
り
相
績
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

一
方
、
圃
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
祖
父
の
死
亡
時
、
孫
が
自
身
の
父
親
で
は

な
く
、

お
じ
と
共
に
残
さ
れ
た
ケ
l
ス
で
も
、

イ
ス
ラ
ム
法
が
代
襲
相
績
を
認
め
な
い
ゆ
え
、
孫
は
祖
父
の
遺
産
を
相
績
す
る
こ
と
が
で
き
な

イ
ス
ラ
ム
法
に
於
い
て
は
、
相
積
の
際
に
被
相
績
人
の
男
子
が
一
人
で
も
存
在
し
て
い
れ
ば
、
孫
は
相
績
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ

ぃ
。
ゆ
え
に
、

と
に
な
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
相
績
擢
所
有
者
が
、
自
身
を
介
し
て
被
相
綾
人
と
の
聞
に
血
縁
関
係
を
有
す
る
者
を
相
績
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
開

し
て
は
、

シ
ャ

イ
パ

l
ニ
ー
も
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
要
す
る
に
議
論
の
争
黙
と
は
、
相
績
の
際
に
被
相
績
人
の
男
子
が
存
在
す
る
場
合
、
被

相
積
人
の
孫
の
代
襲
相
績
を
認
め
る
か
否
か
、
と
い
う
黙
に
あ
る
。

向
、
シ
ャ
イ
パ

J
E
-
-
が
自
設
を
補
強
す
る
材
料
と
し
て

「チ

ン
ギ
ス

・
ハ
l
ン
の

ヤ
サ
」
を
持
ち
出
し
た
こ
と
も
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
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+
ん
}
V

〈

況

)

か
よ
う
な
相
積
方
法
が
賓
際
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
か
否
か
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ス

ラ
ム
法
撃
の
論
争
の
場
に
於
い
て
、
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
的
停
統
を
象
徴
す
る
ヤ
サ
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
こ
と
自
韓
、
注
目
す
べ
き
現
象

ヤ
サ
に
於
い
て
、

な
の
で
あ
る
。

そ
の
場
に
侍
し
て
い
た
ヘ
ラ
l
ト
の
ウ
ラ
マ

I
達
は
、
誰
一
人
と
し
て
問
題
を
解
決
し
得
る
明
瞭
な
典
援
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
或
る
目
、
〔
ハ

l
ン
様
は
〕
こ
の
卑
し
く
貧
し
き
私
め
が
御
前
に
至
る
よ
う
御
命
じ
に
な
っ
た
。

〔
私
め
が
〕
権
勢
の
中
庭
に
接

防
す
る
こ
と
を
得
た
時
に
は
、

i

そ
の
場
に
は
ウ
ラ
マ

l
達
や
貴
人
達
が
集
っ
て
い
た
。
私
め
は
、
そ
れ
ま
で
に
交
わ
さ
れ
た
議
論
に
は
全

く
注
意
を
排
つ
て
は
い
な
か
っ
た
。
慈
悲
深
き
カ
リ
フ
様
は
こ
う
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
。

〔
被
相
績
人
の
〕
男
子
が
居
な
が
ら
に
し
て
の
〔
被
相
績
人
の
〕
孫
の
相
粛
を
妨
げ
る
こ
と
を
指
示
す
る
よ
う
な
明
文
を
汝
は
思
い
つ
く

「コ

l
ラ
ン
な
い
し
は
預
言
者
の
ス
ン
ナ
の
中
に

か
。
」
私
め
は
と
っ
さ
に
こ
う
答
え
た
。
「
は
い
。

(

銘

)

子

に

は

女

子

二

人

分

の

も

の

を

興

え

よ

』

と

い

う

規

定

こ

そ

が

、

〔

被

相

績

人

の

〕

孫

を

除
外
し
て
、
相
績
財
産
は
専
ら
〔
被
相
績
人
の
〕
貫
子
の
も
の
と
な
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
で
す
。
」
〔
ハ

l

ン
様
は
〕
指
示
の
在
り
方
を
お
尋
ね
に
な
ア
た
。
私
め
は
答
え
た
。
「
立
法
者
は
相
績
の
規
定
に
闘
し
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
子

供
達
公
三
位
)
の
震
に
命
令
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
『
子
供

(3ze』
〔
と
い
う
言
葉
〕
は
賓
子
雪
印
}
邑
ム

2
5
C
に
劃
し
て
適

用
す
る
の
が
本
来
の
意
味

(fzsgと
い
う
も
の
で
あ
り
、
孫

(
S
F
L
・
-sze
に
劃
し
て
適
用
す
る
の
は
轄
義
的
な
意
味
ハ
自
国
]
帥
N

〉
な

『
汝
等
の
子
供
達
公
己
包
)
に
つ
い
て
紳
は
こ
う
御
命
じ
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
。
男

〔
被
相
績
人
の
〕
貧
子
が
存
在
す
る
場
合
は
、

- 41ー

の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
孫
に
つ
い
て
言
え
ば
そ
の
お
産
、
即
ち
、
腰
な
い
し
は
腹
か
ら
の
取
り
上
げ
が
ま
だ
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
で
す

か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
も
〔
或
る
者
が
自
分
の
〕
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こ
そ
本
来
の
意
味
の
徴
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

れ
た
も
の
(
ヨ
ロ
S
S
}
E
S
E
C』
と
い
う
も
の
だ
か
ら
で
す
。

『
私
は
我
が
子
達
(
同
三
位
。
に
ワ
ク
フ
を
設
定
し

た
』
と
言
明
す
る
場
合
、
ウ
ラ
マ

I
達
が
一
致
し
て
い
る
様
に
、
孫
は
こ
の
中
に
は
含
ま
れ
な
い
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
直
観

(
S
E
E
H〉

〔
と
い
う
言
葉
〕
よ
り
直
視
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
概
念
と
は
、
『
人
か
ら
生
ま

相
績
財
産
に
闘
す
る
規
定
の
説
明
を
意
圃
す
る
に
あ
た
り
、

『
子
供
』 子

供
達
に
ワ
ク
フ
を
設
定
し
、

さ
て
、
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『
汝
等
の
子
供
達
に
つ
い
て
紳
は
こ
う
御
命
じ
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
』
と
い
う
言
葉
が
立
法
者
よ
り
至
っ
た
の
で
す
か
ら
、
こ
の
命
令
は

専
ら
寅
子
に
の
み
蹄
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

『
孫
』
が
『
子
供
』
に
含
ま
れ
る
た
め
に
は
、
あ
る
い
は
〔
そ
の
よ
う
な
解
穫
を
導

く
〕
文
服
が
必
要
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
文
脈
は
存
在
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

〔
『
子
供
』

と
い
う
言
葉
は
〕
本
来

の
意
味
に
鯖
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
質
子
が
存
在
し
て
い
る
限
り
は
、

相
緩
財
産
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
の
命
令
の
劉
象
は
唯
賀

子
の
み
な
の
で
す
。
よ
っ
て
、

〔被
相
績
人
の
〕
孫
は
〔
被
相
績
人
の
〕
賀
子
と
共
に
相
績
を
行
な
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ

〔
被
相
績
人
の
〕
寅
子
が
居
な
が
ら
に
し
て
の
、

ゆ
え
に
、

ヵ:

〔
被
相
績
人
の
〕
孫
の
相
績
を
妨
げ
る
こ
と
に
闘
す
る
明
瞭
な
明
文
で
あ
り
ま

す。」
列
席
者
の
一
人
が
言

っ
た
。

「
コ
l
ラ
ン
の
〔
こ
の
〕
節
は
子
供
達
の
相
績
を
指
示
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、

ヵ:

〔
こ
の
節
の
言
葉
を
〕
語

っ
て

あ
な
た
方
の
子
供
達
の
震
に
命
令
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

至
高
な
る
紳

動
か
し
が
た
い
と
こ
ろ
と
し
て
、
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『子
供
達
公
巴
一
包
)
』

〔
と
い
う
言
葉
〕
に
よ
り
意
因
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
は
買
の
子
供
達
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
本
来
の

意
味
の
徴
た
る
直
観
と
、
本
来
の
意
味
の
轄
義
的
な
意
味
へ
の
優
越
に
基
づ
い
た
も
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
〔
被
相
績
人
の
〕
孫

が
〔
相
績
を
〕
行
な
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
私
め
は
答
え
た
。

て
、
〕
あ
な
た
が
某
氏
と
は
他
人
で
あ
る
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

「
〔
某
氏
と
い
う
人
物
が
居
た
と
し

例
え
ば

あ
な
た
が
そ
の
某
氏
の
子
供
で
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に
。

睦

〔コ

l
ラ
ン
の
中
の
〕
相
績
財
産
に
関
す
る
節
の
ど
の
部
分
が
、
あ
な
た
が
某
氏
の
遺
産
を
相
績
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を

指
示
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
ま
さ
に
、

〔
前
出
の
コ

1
ラ
ン
の
一
節
は
、
被
相
積
人
の
〕
賓
子
と
共
に
は
〔
被
相
頼
人
の
〕
孫
が
相
績
を

行
な
う
こ
と
が
な
い
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
立
法
者
が
相
績
財
産
に
関
す
る
諸
規
定
を
説
明
し
、
相
績
権
利
の
所

有
者
に
射
し
て
命
令
を
な
し
、
規
定
〔
の
劉
象
〕
を
関
係
者
(』
白
ヨ
劃
・
己
目
〉
に
限
定
し
、
非
関
係
者
に
闘
し
て
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
わ
け

で
す
か
ら
、
別
の
明
文
に
よ

っ
て
〔
特
に
取
り
決
め
ら
れ
て
〕
い
な
い
限
り
は
、
こ
の
規
定
は
非
関
係
者
に
劃
し
て
は
適
用
さ
れ
な
い
の

(

お

)

で
す
。
例
え
ば
、
立
法
者
が
『
お
お
、
信
徒
達
よ
、
断
食
せ
よ
』
と
命
じ
る
場
合
、
こ
れ
は
信
徒
達
に
関
し
て
断
食
が
確
定
し
て
い
る
こ



と
に
つ
い
て
の
明
文
な
の
で
あ
り
、
別
の
明
文
に
よ
っ
て
〔
特
に
取
り
決
め
ら
れ
て
〕
い
な
い
限
り
は
、
こ
の
規
定
は
信
徒
以
外
の
者
に

適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
断
食
の
規
定
に
つ
い
て
説
明
し
、
そ
の
針
象
を
信
徒
達
と
限
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
不
信
心
者
達
は

断
食
の
規
定
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
腰
か
ら
生
ま
れ
た
者
達
た
る
子
供
達
に
劃
し
て
な
さ
れ
た
命
令
に
し
て
も
同
様
で
、

相
績
財
産
に
闘
す
る
規
定
を
説
明
す
る
際
、
命
令
は
彼
等
に
関
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
孫
は
〔
こ
の
規
定
の
〕
劃
象
外
に
あ

(
川
品
〉

り
、
こ
の
規
定
は
専
ら
賀
子
に
劃
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
な
の
で
す
。
」
へ
ラ

I
ト
の
舎
合
は
か
く
の
如
く
で
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
露
出
し
て
き
た
箇
所
は
、
寅
は
以
下
に
書
出
す
る
、
プ
ハ
ラ
で
行
な
わ
れ
た
同
テ

1
7
の
法
事
論
争
の
記
録
の
前
置
き
に
嘗
た
る

一
旦
は
決
着
の
つ
い
た
こ
の
論
争
を
、
回
麿
九
一
四
年
ラ
マ
ダ
l
γ
月
の
ブ
ハ
ラ
に
於
い
て
、

部
分
で
あ
る
。
最
初
ヘ
ラ
l
ト
で
行
な
わ
れ
、

シ
ャ
イ
パ
l
=
l
は
蒸
し
返
し
た
の
で
あ
る
。

〔ハ

1
ン
様
は
〕
、

ブ
ハ
ラ
に
於
い
て
或
る
時
、

他
の
ウ
ラ
マ

l
達
か
ら
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そ
し
て

再
び
こ
の
議
題
を
取
り
扱
う
よ
う
御
命
じ
に
な
り
、

〔
前
出
の
規
定
を
指
示
す
る
〕
明
文
を
お
求
め
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
誰
も
そ
の
明
文
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
と
う
と
う
[
ハ

l
ン
様
は
〕
、
イ
ジ
ュ
マ
l
が
震
さ
れ
'て
い
る
か
の
規
定
は
、
典
擦
と
す
べ
き
明
文
が
存
在
し
な
い
ゆ
え
に
そ
の
数
力
を
停
止
さ
せ
、
チ

ン
ギ
ス
・
ハ
l
ン
の
見
解
に
従
っ
て
こ
の
件
が
鹿
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
望
む
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ

と
は
ウ
ラ
マ
l
達
の
イ
ジ
ュ
マ
ー
へ
の
針
立
行
震
で
あ
る
た
め
、

ハ
l
ン
様
は
鷹
賭
し
、
踏
み
止
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、

サ
イ
イ
ド
を
自
稽
し
(
三
m
g
z
r
r邑
宮
凹
ぞ
包
氏
自
ヤ

E
E
e、
己
れ
を
撃
究
の
徒
(
同
N
〕

E
S
E
-
1
3
-
F
E
E
-
-
r
H
M
)
と
稽
し
、

ル
・
ア
l
フ
l

〉
ヨ
可
〉
r口
の
ラ
カ
プ
を
知
ら
れ
て
い
る
一
人
の
ブ
ハ
ラ
の
者
が
、
幾
許
か
の
相
積
に
闘
す
る
書
物
で
も
研
究
し
て
い

ア
ミ

l

た
の
で
あ
ろ
う
か
、
或
る
書
物
か
ら
の
引
用
文
を
書
き
出
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
内
容
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。(

お

)

〔
そ
の
後
〕
二
人
の
息
子
を
残
し
て
死
亡
し
た
と
す
る
。
今
度
は
某
の
死
後
、
二
人
の
息
子
の
内
の
一
方
が
息

「
某
が
奴
隷
を
解
放
し
、

子
を
一
人
残
し
て
死
亡
し
た
と
す
る
。
そ
し
て

の
被
相
績
人
た
る
被
解
放
者
が
死
亡
し
た
と
す
る
。
ウ
ラ
マ
I
達
の
イ
ジ
ュ
マ
ー
で
は
、
被
解
放
者
が
所
持
し
て
い
た
庇
護
関
係
の
相
績

〔
前
出
の
二
人
の
息
子
の
内
の
〕

一
方
の
息
子
が
死
亡
し
た
後
に
、

庇
護
関
係
雪
印

-3

373 
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A①〈解放者……庇護関係……E③(被解放者
I =庇護者) =被庇護者〉

I I 
B Cψ 

D 丸園みの数字は、死亡した順番を示す

国3

の
〕
例
の
引
用
文
で
は
、

〔
某
の
〕
賀
子
で
あ
り
、
〔
莱
の
〕
孫
は
〔
相
績
か
ら
〕
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し

(

お

)

か
る
に
、
後
績
者
の
ウ
ラ
マ

!
?
』

FHa-
-
s
r
t
g
)
に
属
す
る
シ
ュ
ラ
イ
フ
・
カ

l
デ
ィ

l
ω
Y
E
S
-
-
v

(
幻
)

ρhrv
は、

人
t主

と
し、

う
結
論

主主
っこ二〉

ご寅
モa2
L_ '-'芋

と

〔
某
の
〕
孫
と
が
同
等
に

相
績
に
よ
り
庇
護
闘
係
を
引
き
縫
ぐ

こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
前
述
の
、
庇
護
関
係
の
相
績
の
ケ
l
ス
で
あ
る
。

園
3
を
使
っ
て
各

人
の
関
係
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
A
が
奴
隷
で
あ
っ
た

E
を
解
放
す
る
。
そ
し
て

A
は、

B
と
C
と
い
う

二
人
の
息
子
を
残
し
て
死
亡
す
る
。
衣
に
、

C
が
息
子
で
あ
る

D
を
残
し
て
死
亡
し
、
そ
の
後
で

E
が
死
亡
す

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
ウ
ラ
マ
l
達
の
イ
ジ
ュ
マ
l
」
に
よ
れ
ば
、

A
と
E
の
聞
に
存
在
し
て
い
た
庇
護
関

係
を
相
績
し
得
る
の
は

B
の
み
で
あ
る
が
、
シ
ュ
ラ
イ
フ
・
カ

l
デ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、

B
と
D
は
同
等
に
庇
護

開
係
を
相
績
す
る
の
だ
と
い
う
。
イ
プ
ン
・
ル
!
ズ
ピ
ハ

1
ン
は
言
葉
を
績
け
る
。

庇
護
関
係
に
も
相
穣
財
産
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
、
相
績
の
際
〔
被
相
績
人
の
〕
賀
子
が
〔
被
相
績

人
の
〕
孫
を
除
外
す
る
の
と
同
様
に
、
庇
護
関
係
〔
の
相
績
〕
に
於
い
て
も
や
は
り
、
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〔
庇
護
者
の
質
子

は
庇
護
者
の
孫
を
〕
除
外
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
一
般
的
な
ウ
ラ
マ

l
達
の
考
え
方
で
あ
る
。

シ
ュ
ラ
イ
フ
は
相
績
財
産
と
庇
護
関
係
の
聞
に
は
相
違
が
存
す
る
と
考
え
る
。

〔
ア
ミ

l
ル
・
ア
l
フ
l

そ
の
根
擦
が
衣
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

の
後
に
死
亡
し
て
い
る
。
さ
て
、
二
人
の
息
子
の
被
相

綾
人

〔
た
る
某
〕
は

「
庇
護
関
係
の
被
相
縮
人
た
る
奴
隷
は
、
二
人
の
息
子
の
被
相
績
人
〔
た
る
某
〕

ゆ
え

〔
某
の
〕

孫
は
、

孫
と
の
聞
で
は
、

以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、

(ぬ〉

両
者
を
同
等
に
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

被l

質
は
庇
護
関
係
の
被
相
績
人
で
も
あ
る
。

〔
某
の
〕

孫
の
父
親
は
ま
だ
生
き
て

い
た
。

彼
の
死
亡
嘗
時
、

庇
護
関
係
に
於
け
る
自
ら
の
取
り
分
を
相
績
に
よ
り
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。



こ
こ
で
は
、
圃
3
の
A
と
E
の
聞
に
存
在
し
て
い
た
庇
護
関
係
が
、

B
と
D
の
墾
方
に
よ
っ
て
相
描
概
さ
れ
る
と
す
る
、

デ
ィ
!
の
読
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
文
末
、
傍
線
を
引
い
た
箇
所
は
、
ア
ミ

l
ル
・
ア
l
フ
I
自
身
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

シ
ュ
ラ
イ
フ
・
ヵ
l
デ
ィ
l
の
設
を
用
い
て
、
孫
の
代
襲
相
績
を
支
持
す
る
シ
ャ
イ
バ

l
ニ
l
の
言
読
を
補
強
し
よ
う
と

シ
ュ
ラ
J
e

フ
・
カ

I

つ
ま
り
、

ア
ミ

l

ル
・
ア
l
フ
ー
は
、

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ラ
イ
フ
の
設
を
整
理
す
れ
ば
以
下
の
如
く
に
な
る
。
ま
ず
、
前
提
と
し
て
シ
ュ
ラ
イ
フ
は
、
庇
護
関
係
の
被
相
績
人
を
A
と
E
の
南
者

と
し
た
。
シ
ュ
ラ
イ
フ
が
相
抽
順
調
象
と
し
て
の
庇
護
閥
係
を
相
績
財
産
と
匝
別
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
黙
に
於
い
て
で
あ
っ
た
。
通
常
、
相

積
財
産
の
被
相
績
人
は
一
人
し
か
存
在
し
な
い
。
こ
れ
に
劃
し
て
シ
ュ
ラ
イ
フ
は
、
庇
護
関
係
が
相
績
割
象
と
な
る
場
合
、
被
相
績
人
は
、
庇

護
者
と
被
庇
護
者
の
二
人
で
あ
る
と
剣
断
す
る
の
で
あ
る
。
卸
ち
、
庇
護
闘
係
は
E
の
死
後
は
じ
め
て
相
績
劃
象
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
の
で

は
な
く
、
既
に

A
が
死
亡
し
た
時
黙
で
、
相
績
劃
象
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
A
が
死
亡
し
た

嘗
時
ま
だ
存
命
中
で
あ
っ
た

C
も
、
兄
弟
の

B
と
共
に
庇
護
関
係
を
相
積
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

C
が
死
亡
し
た
時
貼
で
、

D
は

自
分
の
父
親
で
あ
る

C
か
ら
底
護
関
係
を
相
演
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
結
果
的
に
、

A
と
E
の
聞
に
存
在
し
て
い
た
庇
護
闘
係
は
、

B
と
D

- 45ー

の
隻
方
に
相
積
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

以
上
が
シ
ュ
ラ
イ
フ
・
カ

1
デ
ィ

l
の
示
す
誼
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
立
論
は
無
数
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

〔
某
の
〕
子
供

達
に
と
っ
て
の
庇
護
関
係
の
被
相
積
人
と
は
、
自
由
の
身
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
〔
過
去
に
は
〕
奴
隷
〔
で
あ
ア
た
人
物
〕
な
の
で
あ

る
。
さ
て
、
〔
某
の
〕
死
亡
嘗
時
、
奴
隷
〔
で
あ
っ
た
人
物
〕
が
ま
だ
生
き
て
い
る
時
黙
で
は
、
〔
某
の
〕
子
供
達
が
共
同
で
獲
得
す
べ

き
相
績
財
産
は
ま
だ
生
じ
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
、
相
績
財
産
は
〔
某
の
〕
子
供
達
の
内
の
一
人
が
死
亡
し
た
後
に
生
じ
た
の
だ
か
ら
、

〔
相
績
か
ら
〕
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
シ
ュ
ラ
イ
フ
の
意
見
が
無
数
た

〔
こ
の
意
見
が
〕
有
数
で
あ
る
と
保
定
し
た
場
合
で
も
、
彼
の
意
見
は
、
〔
被
相
績
人
の
〕
子
供
と
〔
被
相

績
人
の
〕
孫
と
が
同
等
に
相
績
を
行
な
う
、
と
い
う
設
を
補
強
す
る
も
の
で
は
全
く
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ニ
つ
の
問
題
の
各
々
に
つ

こ
の
子
供
を
親
に
持
つ
〔
某
の
〕
孫
は
、

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
ま
た
、

375 
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い
て
注
意
深
く
考
察
を
行
な
う
者
に
は
明
白
な
よ
う
に
、

(
州
制
)

設
を
補
強
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

〔
彼
の
意
見
は
雨
者
が
〕
同
等
に
〔
相
績
を
〕
行
な
う
こ
と
は
な
い
、
と
い
う

イ
プ
ン

・
ル
l
ス
ビ
ハ
l
ン
は
上
述
の
シ
ュ
ラ
イ
フ
の
読
を
反
駁
し
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ラ
イ
フ
は
、
前
提
と

し
て
庇
護
関
係
の
被
相
績
人
を
庇
謹
者
と
被
庇
護
者
の
両
者
と
す
る
。
こ
れ
に
射
し
て
、
イ
ブ
ン

・
ル
l
ズ
ビ
ハ

l
ン
は
、
庇
護
関
係
の
被
相

こ
こ
で
、

結
人
は
あ
く
ま
で
被
庇
護
者
の
み
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

み
ふ
、

イ
ブ
ン

・
ル
ー
ズ
ビ
ハ

l
ン
に
よ
れ
ば
、

「
一
般
的
な
ウ
ラ
マ

l
達
の
考
え
方
」
で

「庇
護
関
係
に
も
相
績
財
産
に
閲
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
」
、

そ
の
相
績
に
あ
た
っ
て
は
、

庇
護
者
の
賀
子
は
孫
を
除
外
す
べ
き
で
あ
っ

E
の
死
後
は
じ
め
て
相
綾
の
劃
象
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
、

A
と
E
の
聞
の
庇
護
閥
係
は
、

A
の
賀
子
で
あ
る

B
の
み
が
相
緩

し
、
こ
の
時
貼
で
既
に
死
亡
し
て
い
る
C
を
親
に
持
つ

D
は、

賀
子
で
あ
る

B
に
よ
り
相
績
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
。
ゆ
え
に
、

と
こ

ろ
が
、

イ
ブ
ン
・
ル
l
ズ
ピ
ハ
l
ン
は

上
述
の
シ
ュ
ラ
イ
フ
の
読
は
そ
れ
が
「
有
数
で
あ
る
と
懐
定
し
た
場
合
で
も
」
、
被
相
績
人
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の
賀
子
と
孫
と
が
同
等
に
相
績
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
設
を
補
強
す
る
も
の
で
は
有
り
得
な
い
と
い
う
。
次
に

こ
の
貼
に
つ
い
て
少
し

く
述
べ
て
み
た
い
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
議
論
に
於
け
る
争
貼
と
は
、
相
擦
の
際
に
被
相
績
人
の
男
子
が
存
在
す
る
場
合
、
被
相
績
人
の
孫
の
代
襲
相
績

を
認
め
る
か
否
か
、

は、

B
と
D
の
雨
者
に
よ
っ
て
相
描
相
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
過
程
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

と
い
う
黙
に
あ
っ
た
。

さ
て
、

前
述
の
シ
ュ
ラ
イ
フ
の
読
に
於
い
て
は

確
か
に

A
と
E
が
所
持
し
て
い
た
庇
護
関
係

D
は
自
ら
の
父
親
で
あ

る
C
か
ら
庇
護
閥
係
を
相
績
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

A
か
ら
直
接
に
こ
れ
を
相
績
し
た
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
シ
ュ
ラ
イ
フ
の
設
は
、
父
子
聞

の
相
績
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
結
果
的
に

B
と
D
の
雨
者
が

A
の
遺
し
た
庇
護
闘
係
を
相
績
し
得
る
こ
と
を
詮
明
し
よ
う
と
す
る
も

の
に
過
ぎ
ず
、
孫
の
代
襲
相
績
を
認
め
る
も
の
で
は
有
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
イ
ブ
ン

・
ル
I
ズ
ビ
ハ

l
ン
の
言
明
の
員
意
は
こ
の
黙
に
あ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

本
来
こ
の
論
争
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
逼
常
の
遺
産
分
割
に
関
す
る
事
例
と
、

ア
ミ

l
ル
・
ア
1
フ
ー
が
持
ち
出
し
た

庇
護
闘
係
の
相
績
と
い
う
や
や
特
殊
な
事
例
と
の

「
二
つ
の
問
題
の
各
々
」
に

つ
い
て
以
上
の
よ
う
に
検
討
を
加
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
確
か



に
シ
ュ
ラ
イ
フ
の
設
は
、
代
襲
相
績
を
可
と
す
る
主
張
を
補
強
す
る
も
の
で
は
有
り
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
も
の
の
わ
か
っ
て
い
な
い
ア
ミ

l
ル
・
ア

1
フ
ー
は

の
引
用
文
を
書
き
附
け
た
紙
片
を
王
た
る
御
方
の
も
と
へ
と
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
分
は
ハ

l
ン
様
に
援
助
を
震
し
、
王
た

る
御
方
の
言
葉
を
補
強
す
る
た
め
に
倉
重
さ
る
べ
き
引
用
文
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
、
と
ひ
け
ら
か
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
自
分

ハ
l
ン
様
の
言
葉
を
補
強
す
る
材
料
を
見
つ
け
た
と
思
い
込
み
、
例

達
の
剣
定
者
ハ
宮
r
z
g〕
の
主
張
を
強
め
る
こ
と
に
よ
り
、
諸
々
の
規
定
を
歪
曲
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
等
の
ウ
ラ
マ

l
達
よ
ろ
し
く
、

報
酬
や
下
賜
を
求
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
王
た
る
御
方
の
も
と
へ
と
提
出
さ
れ
た
例
の
紙
片
に
於
い
て
、
別
の
有
名
な
言
葉
を
も

引
用
し
て
い
た
。
聞
ち
、
「
〔
或
る
者
が
、
〕
ウ
ラ
マ

l
達
の
誰
か
一
人
が
主
張
す
る
弱
小
の
一
言
設
に
従
っ
て
行
動
す
る
。
す
る
と
彼
の
行
魚

は
か
の
弱
小
の
意
見
に
と
っ
て
の
力
と
な
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
こ
と
に
よ
り
〔
か
よ
う
な
〕
行
震
も
行
な
い
得
る
も
の
と
な
る
の
だ
。
」

ア
ミ
l
ル
・
ア
l
フ
ー
は
こ
の
二
種
類
の
引
用
文
に
よ
っ
て
、
聖
法
の
基
を
破
壊
し
、
且
つ
、
相
績
の
諸
問
題
の
基
盤
に
、
イ

そ
し
て

ジ
ュ
マ
ー
へ
の
劉
立
を
据
え
附
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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翌
日
、
こ
の
私
め
が
ウ
ラ
マ

l
達
と
共
に
王
た
る
者
の
曾
合
の
場
に
出
席
す
る
策
審
を
得
た
際
、
慈
悲
深
き
カ
リ
フ
様
は
ア
ミ

l
ル
・
ア

事
的
努
力
(
C
Z
Y
匙
)
と
個
人
的
見
解
(
門
担
さ
と
に
於
い
て
御
自
身
が
カ

l
デ
ィ

l

・
シ
ュ
ラ
イ

ー
フ

1
の
引
用
し
た
文
-章
を
公
に
し
、

フ
と
同
じ
意
見
で
あ
る
こ
と
に
い
た
く
満
足
し
た
御
様
子
で
あ
り
、
こ
う
仰
せ
ら
れ
た
。

「
我
々
は
カ
l
デ
ィ

1
・
シ
ュ
ラ
イ
フ

の
設
に

従
っ
て
行
動
す
べ
き
で
あ
る
。
今
す
ぐ
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
と
い
た
そ
う
。
」
そ
し
て
、
権
力
が
そ
の
中
に
避
難
の
場
を
見
出
す

が
如
き
御
方
に
し
て
、
天
空
の
如
く
に
大
い
な
る
力
持
て
る
御
方
な
る
ム
ハ
ン
マ
ド
・
チ
ム
l
ル
・
ス
ル
タ
ン
冨
己
官

g
g包
叶
日

B
R

ω
c
-
3
ロ
に
、
マ

l
ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ
ル
の
各
地
に
向
け
て
教
書
を
書
き
送
ら
せ
る
よ
う
命
令
を
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

は
、
〕
カ
l
デ
ィ

l
達
に
〔
シ
ュ
ラ
イ
フ
の
設
に
〕
従
っ
て
行
動
し
、

(
H
U
〉

孫
と
を
同
等
に
扱
う
よ
う
命
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

〔
そ
の
内
容

相
績
財
産
に
闘
し
て
〔
被
相
績
人
の
〕
寅
子
と
〔
被
相
綾
人
の
〕

377 

ム
ハ
ン
マ
ド

・
チ
ム

l
ル
・
ス
ル
タ
ン
は
シ
ャ
イ
パ

l
ニ

I
の
息
子
で
あ
り
、
嘗
時
サ
マ
ル
カ

ン
ド
を
自
己
の
領
地
と
し
て
興
え
ら
れ
て
い
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(

必

)

た
。
こ
こ
で
シ
ャ
イ
パ

l
ニ
ー
が
マ

l
ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ
ル
各
地
の
カ

1
デ
ィ

l
達
に
向
け
て
、
相
績
に
際
し
て
被
相
績
人
の
貫
子
と
孫
と
を

同
等
に
扱
う
よ
う
命
じ
る
教
書
を
諜
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
論
争
が
単
に
支
配
者
で
あ
る
シ
ャ

イ
バ

l
ニ
l
の
知
的
欲
求
を
充
た
す
た
め
に
の
み
行
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
法
的
寅
数
性
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
か
ら

で
あ
る
。こ

の
文
言
は
ウ
ラ
マ

1
達
の
イ
ジ
ュ
マ

l
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、

〔
し
か
も
〕

ア
ミ
l
ル
・
ア
l
フ
!
の
引
用
文
に
は
こ
の
よ
う
な
言

葉
へ
と
導
く
何
ら
の
糸
口
も
存
在
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
私
め
と
ホ
ラ
l
サ
l
ン
、

マ
l
ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ
ル
の
全
て
の
ウ
ラ
マ

l
達

は
、
こ
の
文
言
の
お
か
げ
で
悲
し
く
な
り
、

ま
た
、
う
ん
ざ
り
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

〔ハ

1
ン
様
の
〕
か
よ
う
な
見
解

を
蟹
え
る
の
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
我
々
は
ス
ル
タ
ン

・
ム
ハ
ン
マ

ド
・
チ

ム
l
ル
様
を
頼
り
、
ウ
ラ
マ
I
達
が
新
た
に
討

論
を
行
な
い
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
る
結
論
に
は
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
従
う
べ
く
、

〔ハ

l
ン
様
に
〕
今
一
度
願
い
出
て
く

れ
る
よ
う
懇
願
し
た
の
で
あ
る
。

か
の
御
方
(
ム
ハ
ン
マ
ド
・
チ
ム

l
ル
〉
は
お
司
し

や
ら
れ
た
。

「
ウ
ラ
マ

l
達
は
ま
だ
完
全
に
承
服

- 48ー

し
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
彼
等
は
な
お
た
め
ら
っ

て
お
り
ま
す
。
」
慈
悲
深
き
カ
リ
フ
様
は、

〔
討
論
を
〕
繰
り
返
す
よ
う
に
と
の
命
令
を

下
さ
れ
た
。

そ
の
際
、

カ
l
デ
ィ

l
・
サ
マ

ル
カ
ン
ド

ρ
主同

ω白
H
5
5白
ロ
仏
は
寅
に
男
ら
し
く
振
る
舞
い
、

王
た
る
者
の
舎
合
の
席
に
於
い
て
、

ア

、
l
ル
・
ア

i
フ
ー
が
引
用
し
た
文
章
は
か
よ
う
な
主
張
を
補
強
す
る
も
の
で
は
全
く
な
く
、

ア
ミ
l
ル
・
ア
l
フ
ー
は
こ
の
議
論
の
封

象
に
つ
い
て
何
も
理
解
し
て
い
な
い
と
明
言
し
た
の
で
あ
る
。
至
高
な
る
、

ハ
l
ン
た
る
御
方
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
。

「コ

I
ラ
ン
の
中

に
存
す
る
至
高
な
る
紳
の
言
葉
、
な
い
し
は
員
正
の
ハ
デ
ィ

l
ス
の
中
に
存
す
る
預
言
者
様
|
|
紳
が
彼
に
恵
み
を
興
え
、
救
い
を
興
え

る
よ
う
に

l
lの
言
葉
の
中
か
ら
明
瞭
な
典
擦
を
も
た
ら
さ
ぬ
限
り

問
題
の
解
決
に
は
な
ら
ぬ
ぞ
。
」
そ
し
て
、

〔
ハ
I
ン
様
は
〕
私

め
の
方
を
お
向
き
に
な
り
、
こ
う
お
っ
し
ゃ
司
た
の
で
あ
る
。

「
汝
は
こ
の
こ
と
に
闘
し
て
、
員
正
に
し
て
明
瞭
な
奥
援
を
〔
預
言
者
様

の
〕
ス
ン
ナ
よ
り
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
か
?
」
こ
の
私
め
は
、

「
ア
ッ
ラ

l
に
闘
し
て
は
、
彼
ら
は
径
め
だ
て
す
る
も
の
の
言
葉
を



(
円
相
)

恐
れ
な
い
」
と
い
う
立
場
か
ら
恐
れ
を
感
ず
る
心
を
振
り
排
い
、

「
ア
ッ
ラ
ー
が
聖
典
を
授
け
ら
れ
た
人
々
と
契
約
を
結
ば
れ
た
時
、

(M3 

『
汝
等
、
人
々
に
そ
れ
を
き
ち
ん
と
公
開
せ
よ
、
憶
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
ぞ
』
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
い
う
言
葉
の

裾
を
し
っ
か
り
と
握
り
し
め
、
勇
気
を
も
っ
て
答
え
た
の
で
あ
っ
た
。

「
は
い
。
紳
が
お
望
み
に
な
る
の
な
ら
、
明
日
に
は
明
瞭
な
典
擦

を
も
た
ら
す
こ
と
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
」
こ
の
様
な
語
で
、
我
々
は
舎
合
の
席
を
立
ち
、
解
散
し
た
の
で
あ
っ
た
。

(

必

)

プ
ハ

l
リ
l
の
『
サ
ヒ

l
フ
』
の
中
に
明
瞭
な
奥
擦

そ
の
夜
、
私
め
は
権
威
あ
る
諸
々
の
ハ
デ
ィ

l
ス
集
会
E
r
a
-
d
圧
倒
乞
を
精
査
し
、

(

必

)

を
見
出
し
、
そ
れ
を
書
き
出
し
た
。
引
用
し
た
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

以
下
、
イ
プ
ン
・
ル

l
ズ
ピ
ハ

l
γ

に
よ
り
、
被
相
績
人
の
男
子
が
存
在
す
る
場
合
の
、
孫
の
代
襲
相
績
を
否
定
す
る
典
擦
が
示
さ
れ
る
。

向
、
以
下
に
誇
出
す
る
箇
所
に
限
り
、
原
文
は
ベ
ル
シ
ア
語
で
は
な
く
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
あ
る
。

は
そ
の
著
書
『
サ
ヒ

l
フ
』
に
於
い
て
、

「
プ
ハ

l
リ
!
と
由
自
卸
日
〉
百
メ

E
巴
岱
冨
ロ
ゲ
同

g
g包
忌
ロ
ゲ
目
白
鳥
ユ
と
・
回
ロ

FEHHa--神
よ
、
彼
に
慈
悲
を
た
れ
た
ま
え
|
|

ザ
イ
ド
・
イ
プ
ン
・
サ

I
ピ
ト

N
由
正
守
口
叶

E
E
-
-紳
ょ
、
彼
に
満
足
し
て
あ
れ
ー
ー

そ
の
俸
承
過
程
を
附
し
て
停
え
て
い
る
。
彼
は
言
う
。

子
と
同
等
の
資
格
を
得
る
。
男
の
孫
は
賓
の
息
子
の
如
く
、
女
の
孫
は
貧
の
娘
の
如
く
、

を
典
擦
と
し
、

『
孫
は
、
彼
等
の
ほ
か
、
賞
子
が
一
人
も
居
な
い
場
合
に
限
り
寅

- 49-

〔
寅
子
が
〕
相
績
す
る
よ
う
に
相
績
し
、

子
が
〕
除
外
す
る
よ
う
に
〔
非
相
績
入
を
〕
除
外
す
る
。
孫
は
賓
の
息
子
と
共
に
相
績
す
る
こ
と
は
な
い
。
賓
の
娘
と
孫
と
が
残
さ
れ
た

場
合
は
、
孫
が
男
で
も
女
で
も
、
半
分
が
買
の
娘
の
、
残
っ
た
分
が
孫
の
も
の
で
あ
る
。
』
ま
た
、
預
言
者
様
|
!
神
が
彼
に
恵
み
を
興

ぇ
、
救
い
を
興
え
る
よ
う
に
|
|
の
言
葉
に
こ
う
あ
る
。

〔貫

『
汝
等
、
相
績
財
産
の
持
分
を
所
定
の
者
達
公
Z
'
E〉
の
も
と
へ
と
至
ら
せ

(

円

引

)

(

川

崎

)

ょ
。
そ
う
し
て
残
っ
た
も
の
は
、
男
性
の
う
ち
最
も
相
躍
し
い
人
物
の
も
の
と
な
る
。
』
以
上
で
あ
る
。
さ
て
、
と
・
ミ
号
、

HEH
の
註
揮
者

(

的

自

)

で
あ
る
テ
ィ

l
ピ
!
と
'
吋
F
M
は
衣
の
よ
う
に
述
べ
る
。
『
「
最
も
相
麗
し
い
人
物
」
と
は
、
庇
護
者

(
3
5
よ
り
も
近
い
開
柄
の
者
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
即
ち
、
親
族
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と

S
R
S
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
人
物
は
男
性
と
さ
れ
て
い
る
が

J

こ
れ
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は
彼
の
擢
利
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
男
性
で
あ
る
こ
と
は
、

ア
サ
バ
で
あ
る
こ
と
?
ぷ
与
え
)
の
原
因
な
の
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「
男
は
扶
養
義

務
を
負
う
も
の
。
」
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
。
「
爾
性
の
具
有
者
に
は
心
せ
よ
。
」
』
以
上
が
テ
ィ

l
ビ
!
の
言
葉
で
あ
り
、
こ
れ

で
あ
り
、

ま
た
、
相
績
財
産
に
闘
す
る
優
先
の
原
因
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
闘
す
る
格
言
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

は
明
白
に
預
言
者
様
|

!
神
が
彼
に
恵
み
を
県
ぇ
、
救
い
を
輿
え
る
よ
う
に
l
|

〔
の
言
葉
〕
よ
り
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

T買

『
汝
等
の
内
、
聖
法
に
定
め
ら
れ
た
相
績
法
に
最
も
、通
じ
て
い
る
の
は
ザ
イ
ド
で
あ
る
。
よ

い

(
印
)

か
、
彼
は
汝
等
の
聞
で
最
も
相
績
に
通
暁
し
て
い
る
の
だ
。
』
ザ
イ
ド
・
イ
ブ
ン
・
サ

l
ビ
ト
に
、

(

日

)

う
な
言
葉
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
一
押
こ
そ
は
最
も
良
く
知
り
た
も
う
御
方
で
あ
る
。
」

言
者
援
は
〕
こ
う
お

っ
し

ゃ
っ

て
い
る
。

相
績
に
関
し
て
、

捨
て
お
か
れ
る
よ

最
初
に
引
か
れ
る
、

ザ
イ
ド
・
イ
ブ
ン
・
サ

l
ビ
ト
を
俸
承
者
と
す
る
ハ
デ
ィ

l
ス
は
、
被
相
績
人
の
男
子
が
存
在
す
る
場
合
、
孫
が
代
襲

相
績
を
行
な
い
得
な
い
こ
と
を
直
接
示
す
奥
擦
で
あ
る
。

ハ
臼
〉

衣
に
引
か
れ
る
ハ
デ
ィ

i
ス
と
、
そ
の
内
容
に
劃
す
る
テ
ィ

l
ピ
l
の
註
揮
に
関
し
て
は
、
若
干
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
イ
ス
ラ
ム

法
に
於
い
て
は
相
蹟
財
産
は
、

ま
ず
コ

l
ラ
ン
に
よ
る
割
首
相
績
人
に
よ
り
相
描
相
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
割
嘗
相
績
人
と
は
、

::z 

フ

- 50ー

ン
の
「
女
」
の
章
、
第
一
二
|
一
六
、

お
よ
び
、
第
一
七
五
節
に
於
い
て
各
々
の
相
績
分
が
定
め
ら
れ
て
い
る
者
達
を
指
し
、
彼
等
の
多
く
は

被
相
績
人
の
女
性
親
族
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
法
で
割
世
田相
績
人
に
闘
す
る
諸
々
の
規
定
が
定
め
ら
れ
た
の
は
、
男
性
だ
け
が
相
績
を
行
な
い
得

る
純
然
た
る
父
系
相
績
制
度
を
修
正
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
割
嘗
相
績
人
が
所
定
の
持
分
を
獲
得
す
る
と
、
決
に
ア
サ
バ
が
相
績
を
行

な
う
。

ア
サ
パ
と
は
、
被
相
績
人
の
父
系
男
性
親
族
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
サ
バ
が
存
在
せ
ず
、

し
か
も
被
相
績
人
が
生

前
、
庇
護
開
係
上
の
被
庇
護
者
で
あ
っ
た
場
合
、
被
相
績
人
の
庇
護
者
が
相
績
人
と
し
て
の
権
利
を
得
る
。

ハ
デ
ィ

l
ス
に
い
う
、

「
男
性
の

う
ち
最
も
相
鹿
し
い
人
物
」
を
、
テ
ィ

l
ビ
l
が
ア
サ
パ
と
解
し
て

い
る
こ
と
は
、

「
男
性
で
あ
る
こ
と
は
、

ア
サ
バ
で
あ
る
こ
と
の
原
因
」

に
於
い
て
、

で
あ
り
、
こ
れ
が
「
彼
の
権
利
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
」
で
あ
る
と
す
る
彼
の
言
葉
か
ら
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
ア
サ
バ
は
相
績
順
位

「
庇
護
者

(g-C
よ
り
も
近
い
」
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
も
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
て
、

ア
サ
バ
の
内
に
も
相
績
順
位
が

あ
り

そ
の
第
一
位
は
被
相
績
人
の
男
子
で
あ
る
。

と
な
れ
ば

」
こ
に
引
か
れ
る
ハ
デ
ィ

l
ス
と

こ
れ
に
劃
す
る
テ
ィ
l
ビ
l
の
註
樟



は
、
割
嘗
相
績
人
に
よ
る
相
績
が
行
な
わ
れ
た
後
の
相
綾
財
産
は
、
被
相
績
人
の
男
子
が
存
在
す
る
場
合
、
彼
の
所
有
に
掃
す
こ
と
を
指
示
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
最
初
に
引
か
れ
る
ハ
デ
ィ

l
ス
に
よ
り
確
定
し
た
、
被
相
績
人
の
男
子
の
櫨
利
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
引
用
さ
れ
る
ハ
デ
ィ
l
ス
は
、
始
め
に
引
か
れ
た
ハ
デ
ィ
l
ス
の
惇
承
者
で
あ
る
ザ
イ
ド
・
イ
ブ
ン
・
サ
l
ビ
ト
の
停
承
者
と
し
て

の
責
質
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
典
擦
の
信
頼
性
を
確
貫
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

イ
プ
ン
・
ル
l
ズ
ビ
ハ
l
ン
は
シ
十
イ
パ
l
ニ

I
の
要
請
を
受
け
て
、
直
接
の
典
擦
と
な
る
ハ
デ
ィ
l
ス
と
、
こ
れ
を
補
強
す
る
材
料
と
を

呈
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

翌
朝
、

王
た
る
者
の
至
高
な
る
曾
合
の
席
は
、
世
界
の
中
心
に
在
る
が
如
き
ス
ル
タ
ン
達
、
名
高
い
ウ
ラ
マ

l
達
、
高
位
に
あ
る
貴
人
達

に
よ
り
ぐ
る
り
と
取
り
固
ま
れ
て
い
た
。
私
め
は
そ
の
場
に
至
り
、
挨
拶
し
た
。
私
め
が
舎
合
の
場
で
自
ら
の
席
を
占
め
る
と
、
慈
悲
深

き
カ
リ
フ
様
は
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
。
「
汝
は
血
ハ
擦
を
も
た
ら
し
た
の
か
?
」
私
め
は
動
ず
る
こ
と
な
く
お
答
え
し
た
の
で
あ
る
。
「
は
い
。
」

〔
ハ
l
ン
様
は
〕
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
。

「
讃
み
上
げ
よ
。
」
私
め
は
、

か
よ
う
に
特
別
な
舎
合
の
席
に
於
い
て

引
用
し
た
文
章
を
讃
み

- 51ー

上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、
私
め
が
そ
れ
を
ベ
ル
シ
ア
語
に
需
す
よ
う
に
、
と
の
〔
ハ

l
ン
様
の
〕
至
高
な
る
命
令
が
、
護
布
さ
れ

俸
え
て
し
ま
う
と
、
舎
合
の
場
に
於
い
て
、

る
築
血
管
を
得
た
の
で
あ
る
。
私
め
は
命
令
に
従
い
、
全
文
を
き
ち
ん
と
翻
詳
し
た
。
そ
し
て
、
翻
語
を
終
え
、
言
い
た
い
こ
と
の
全
て
を

サ
ド
ル
職
が
そ
の
中
に
避
難
の
場
を
見
出
す
が
如
き
御
方
な
る
、
シ
ャ
ラ
フ
ッ
デ
ィ

l
ン・

な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
?
」

ア
ブ
ド
ウ
ツ
ラ
ヒ

I
ム
・
サ
ド
ル

ωr即
日
向
丘
・
ロ

E
A〉
σ仏
と
・
列
島
一
一目白

ω包
同
様
に
こ
う
お
尋
ね
し
た
の
で
あ
る
。
「
こ
の
典
擦
は
完
全

〔
か
の
御
方
は
〕
お
答
え
に
な
っ
た
。
「
然
り
。
」

〔
私
め
の
居
る
〕
こ
ち
ら
側
に
列
席
す
る
築
血
管
を

得
て
お
ら
れ
た
、

ホ
ラ
l
サ
l
ン
の
ウ
ラ
マ
l
達
の
大
立
者
た
る
人
々
は
、

一
時
に
一
致
し
、

返
答
を
下
さ
れ
た
。

「
完
全
な
も
の
で

す
。
」
同
様
に
、

私
め
は
カ

1
デ
ィ

l

・
サ
マ
ル
カ
ン
ド
と
、

〔
こ
の
舎
合
の
場
に
〕
そ
の
全
員
が
出
席
さ
れ
て
い
た
、

マ

I
ワ
ラ

l
ア
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が
完
全
に
一
致
し
て
、

ン
ナ
フ
ル
の
ウ
ラ
マ

I
達
に
も
お
尋
ね
し
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
返
答
を
下
さ
れ
た
。

「
こ
の
典
擦
は
完
全
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
?
」

「
そ
の
典
援
は
完
全
で
あ
り
、

〔
か
の
人
々
は
〕
全
員

真
正
で
あ
り
、

明
瞭
な
も
の
で
す
。
」
至
高
な
る
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御
方
な
る
慈
悲
深
き
カ
リ
フ
様
は
、

そ
の
高
貴
な
る
本
幽
胞
が
所
有
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
た
る
完
全
な
る
聴
明
さ
と
明
断
さ
と
に
よ
り
、
員

買
を
求
め
、
本
賞
の
事
を
語
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
か
の
典
援
を
承
認
す
る
方
向
へ
と
お
心
が
傾
か
れ
、
ウ
ラ
マ
l
達
の
イ
ジ
ュ
マ
l
に

賛
同
し
、
か
よ
う
な
気
の
迷
い
に
よ
り
生
じ
た
傷
も
そ
の
想
念
よ
り
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
こ
と
を
策
し
て
下
さ

(
臼
)

る
紳
の
た
め
に
こ
そ
稽
賛
は
あ
り
、
神
の
も
と
に
こ
そ
成
功
へ
の
御
導
き
が
あ
り
、
彼
こ
そ
は
助
け
を
求
め
ら
れ
る
御
方
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、

シ
ャ
イ
バ
l
ニ
ー
が
臨
席
す
る
曾
合
の
場
で
、

イ
プ
ン

・
ル
l
ズ
ビ
ハ
l
ン
の
示
す
典
擦
が
審
査
さ
れ
る
模
様
が
描
か
れ
て
い

る
。
ホ
ラ

1
サ

1
ン
の
ウ
ラ

マ
1
達
が
「
〔
私
め
の
居
る
〕
こ
ち
ら
側
に
列
席
」
し
て
い
た
と
す
る
イ
プ
ン

・
ル
l
ズ
ビ
ハ

I
ン
の
謹
言
は
輿

味
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
か
ら
、
舎
合
の
場
に
於
い
て
ウ
ラ
マ
l
達
が
そ
の
出
身
地
に
基
づ
い
て
、
各
々
席
の
位
置
を
定
め
ら
れ
て
い

(
臼
)

た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
に
出
席
し
て
い
た
ウ
ラ
マ

1
達
が
、
ホ
ラ
l
サ

l
ン
の
ウ
ラ
マ

!
と
マ
l
ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ
ル
の
ウ
ラ
マ
!
と
に
大
別
さ
れ
て
い
る

の
は
、
嘗
時
の
時
代
朕
況
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
-
章
一
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
論
争
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、

シ
ャ
イ
バ
l
=
ー
が
マ
l

- 52-

ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ
ル
に
綾
い
て
ホ
ラ

l
サ

l
γ
を
も
そ
の
支
配
下
に
組
み
入
れ
た
直
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
支
配
地
域
内
の
二
大
中
心
地
域
で

あ
る
、

ホ
ラ
l
サ

l
ン
と
マ

1
ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ
ル
の
ウ
ラ
マ
l
達
の
意
向
は
、

シ
ャ
イ
バ

l
ン
朝
領
内
の
全
ウ
ラ
マ
l
の
意
向
を
か
な
り
の

程
度
代
表
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
以
上
が
こ
の
論
争
の
一
部
始
終
で
あ
る
。

III 

論
争
に
参
加
し
た
ウ
ラ
マ
l
達

論
争
中
に
見
え
る
シ
ャ
イ
パ

l
-7
ι・自
身
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
論
争
に
お
け
る
シ
ャ
イ
パ

l
ニ
!
の
主
張
は
、
彼
自
身
が
保

持
し
て
い
た
ト
ル
コ

・
モ
ン
ゴ
ル
的
停
統
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

イ
ブ
ン

・
ル
l
ズ
ビ
ハ

l
ン
は

シ
ャ
イ
パ
l
=
l

ヵ:

「チ

ン
ギ
ス

・
ハ
l
ン
の
見
解
に
従
っ
て
こ
の
件
が
鹿
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
望
」
ん
で
い
た
と
謹
言
し
て
い
る
が
、

こ
の
こ
と

か
ら
、
論
争
に
参
加
し
た
ウ
ラ
マ

!
の
側
に
も
か
よ
う
な
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
本
論
争
の
表
向
き
の
争
貼
は
、
被
相
績
人
の
男
子



が
存
在
す
る
場
合
応
、
孫
の
代
襲
相
績
を
認
め
る
こ
と
の
可
否
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
論
争
の
寅
態
は
、

ヤ
サ
と
シ
ャ
リ
l
ア
と

い
う
二
つ
の
原
理
の
針
決
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
王
朝
権
力
者
で
あ
る
シ
ャ
イ
バ
l
ニ
!
の
行
動
を
規
定
す
る
、

ゴ
ル
的
停
統
の
象
徴
、

ト
ル
コ
・
モ
ン

ヤ
サ
と
、
彼
の
支
配
下
に
あ
る
イ
ス
ラ
ム
祉
舎
の
秩
序
を
根
本
で
支
え
る
イ
ス
ラ
ム
法
、

シ
ャ
リ
l
ア
と
が
、

こ
こ
で

員
っ
向
か
ら
衝
突
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
事
態
に
直
面
し
た
ウ
ラ
マ

1
達
の
行
動
は
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
論
争
に
参
加
し
た
ウ
ラ

マ
ー
の
う
ち
名
前
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
三
名
に
つ
い
て
、
そ
の
シ
ャ
イ
パ
l
ニ
!
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
次
い
で
論
争
に
於
い
て
彼
等
が

取
っ
た
行
動
を
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

①
シ
ャ
ラ
フ
ッ
デ
ィ

l
ン
・
ア
ブ
ド
ウ
ツ
ラ
ヒ

l
ム
・
サ
ド
ル

他
史
料
で
は
ア
ブ
ド
ウ

ツ
ラ
ヒ
l
ム
・
ト
ル
キ
ス
タ
l
ニ

I

メ
σ仏
包

-m白
Z
B
叶

R
F
U
S
E
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
人
物
は
、

タ
ン
地
方
の
サ
，
フ
ラ
ン
の
出
身
で
あ
り
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
と
へ
ラ
l
ト
で
修
拳
し
た
後
、
故
郷
の
ト
ル
キ
ス
タ
ン
に
戻
っ
て
い
た
が
、
そ
の
地

(
日
〉

に
シ
ャ
イ
パ

1
ニ
ー
が
進
出
し
た
際
、
彼
の
も
と
に
仕
え
て
厚
遇
さ
れ
、
サ
ド
ル
職
を
輿
え
ら
れ
た
。
彼
は
シ
ャ
イ
パ
l
ニ
l
に
寵
愛
さ
れ
、

(
白
山
〉

統
治
、
財
務
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
ど
も
に
開
興
し
た
と
い
う
。

ト
ル
キ
ス

- 53ー

な
る
職
掌
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

以
上
が
シ
ャ
ラ
フ
ッ
デ
ィ
l
ン
・
ア
ブ
ド
ウ

γ
ラ
ヒ
l
ム
・
サ
ド
ル
の
筒
車
な
経
歴
で
あ
る
が
、
彼
が
所
持
し
て
い
た
サ
ド
ル
職
と
は
如
何

(
m
w
)
 

シ
ャ
イ
バ

l
ン
朝
に
先
行
す
る
チ
ム
ト
ル
朝
時
代
の
サ
ド
ル
職
に
関
し
て
は
既
に
研
究
蓄
積
が
あ
り
、
シ
ャ
イ

パ
l
ン
朝
の
サ
ド
ル
職
の
内
容
を
検
討
す
る
際
の
指
標
と
な
る
。
チ
ム

l
ル
朝
に
お
け
る
サ
ド
ル
と
は
、

シ
ャ
リ
l
ア
に
関
係
す
る
官
職
保
持

者
達
の
首
長
で
あ
り
、
同
時
に
ワ
ク
フ
の
最
高
責
任
者
と
し
て
の
地
位
と
、
宗
教
建
造
物
や
慈
善
施
設
の
保
護
・
振
興
者
と
し
て
の
地
位
と
を

(
四
叫
)

併
せ
持
つ
存
在
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
イ
パ
l
ン
靭
の
サ
ド
ル
職
も
、
チ
ム
l
ル
朝
の
そ
れ
を
ほ
ぼ
忠
貫
に
踏
襲
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、
こ

こ
で
は
サ
ド
ル
の
、
シ
ャ
リ
l
ア
に
関
係
す
る
官
職
保
持
者
達
の
首
長
と
し
て
の
側
面
に
考
察
の
封
象
を
し
ぼ
り
、

(
回
〉

務
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
面
で
の
具
盤
的
な
職
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理
者
)
、 チ

ム

1
ル
朝
の
サ
ド
ル
の
管
轄
下
に
あ

っ
た
シ
ャ
リ

l
ア
に
関
係
す
る
官
職
保
持
者
達
と
は
、
具
瞳
的
に
は
、

カ

l
デ
ィ

1
(裁
剣
官
)
、

ナ
キ

1
.フ
(
サ
イ
イ
ド
遠
の
管

サ
イ
イ
ド
(
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
子
孫
)
、

ハ
テ
ィ

1
0フ
(
モ
ス
ク
の

(

印

)

イ
マ

l
ム
(
モ
ス
ク
の
薩
奔
指
導
者
〉
、
ム
ダ
ッ
リ
ス
(
マ
ド
ラ
サ
の
教
授
〉
、
今
テ
ィ

l

(
法
皐
の
権
威
者
〉
と
い
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
。

今
タ
シ
ブ
(
警
察
官
兼
風
紀
取
締
官
)
、

設
数
師
)
、

サ
ド
ル
は
彼
等
の
任
売
を
行
い

宮
廷
に
お
け
る
彼
等
の
座
位
、

序
列
を
確
定
し
、

経
済
面
で
の
保
護
を
行
な
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。

方
、
シ
ャ
イ
バ

l
ン
朝
時
代
の
史
料
に
於
い
て
は
、

ウ
ラ
マ
!
と
い

?
た
人
々
を
管
轄
し
、
彼
等

(
飢
)

の
位
階
の
確
定
、
諸
々
の
地
位
へ
の
任
命
を
行
な
い
、
更
に
は
彼
等
の
報
酬
額
を
決
定
す
る
よ
う
な
職
掌
と
さ
れ
て
い
る
。
チ
ム

l
ル
朝
の
サ

サ
ド
ル
職
は
、

サ
イ
イ
ド
、

カ

l
Jア
ィ

l
、

ド
ル
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
人
々
の
う
ち
、

ナ
キ

l
ブ
と
サ
イ
イ
ド
以
外
の
諸
官
職
保
持
者
は
全
て
ウ
ラ
マ

l
の
範
鴎
に
属
し
て
い
る
の
で
、

サ

ド
ル
の
管
轄
下
に
あ
る
人
々
は
、

シ
ャ
イ
バ

l
ン
朝
に
な
っ
て
も
殆
ど
費
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
自
己
の
管
轄
下
に
あ
る
人

つ々
Tこ Uこ
も撃す
のす
でる
あサ
つド
た63ノレ
。〉の

役
割
と
は

チ
ム

l
ル
朝
と
シ
ャ
イ
バ

l
ン
朝
の
隻
方
に
お
い
て
彼
等
の
任
克
、
序
列
確
定
、
経
済
面
で
の
保
護
と
い

- 54ー

シ
ャ
イ
パ

1
ン
朝
を
通
じ
て
ウ
ラ
マ

I
層
を
管
理
す
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
君
主
の
も
と
で
彼
等

の
序
列
を
確
定
す
る
と
い
う
職
務
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
シ
ャ
イ
バ

l
ン
朝
に
あ
っ
て
は
、
君
主
と
ウ
ラ
マ

l
層
と
を
結
び
つ
け

こ
の
よ
う
に
、

サ
ド
ル
は
チ
ム

l
ル
朝
、

るる
」役

と割
述を
ベも
て果
L、ーた
る63し
0'-'て

L、
た
よ
う
で
あ
る

イ
ブ
ン
・
ル

l
ズ
ビ
ハ

l
ン
は
、

サ
ド
ル
が
、

ウ
ラ
マ

l
屠
と
君
主
の
聞
の
「
仲
介
者
に
相
嘗
す

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

シ
ャ
ラ
フ
ッ
デ
ィ

l
ン
・
ア
ブ
ド
ウ
ツ
ラ
ヒ

l
ム
・
サ
ド
ル
は
、
個
人
的
な
経
歴
か
ら
見
て
も
、

そ
の
保
持
し

て
い
た
職
掌
か
ら
見
て
も
、

シ
ャ
イ
バ

l
ニ
!
と
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
人
物
で
あ
?
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
論
争
に
於
い

て
、
シ
ャ
イ
バ

l
ニ
l
の
主
張
を
論
駁
す
る
イ
ブ
ン

・
ル
1
ズ
ビ
ハ

l
ン
の
典
援
を
最
初
に
承
認
し
た
の
は
こ
の
人
物
で
あ
っ
た
。

②
カ
l
デ
ィ

l
・
サ
マ
ル
カ
ン
ド

彼
は
一

O
世
紀
に
活
動
し
た
著
名
な
ハ
ナ
フ
ィ

l
涯
の
法
撃
者
、

ア
プ

l
・
ア
ッ
ラ
イ
ス

(

臼

〉

〉

σ口
白

]
E
F
3任
回
}
・

ω由
自
由
同
門
出
回
ロ
告
の
一
族
に



(

臼

)

属
し
、
論
争
が
行
な
わ
れ
た
嘗
時
は
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
カ

l
デ
ィ

l
職
と
シ
ャ
イ
フ
・
ル
・
イ
ス
ラ

l
ム
職
と
を
品
来
任
し
て
い
た
。

チ
ム

1
ル
朝
の

シ
ャ
イ
フ

・
ル
・
イ
ス
ラ

1
ム
に
闘
し
て
は
、
そ
れ
が
サ
ド
ル
の
管
轄
に
属
さ
な
い
特
別
な
職
掌
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ

(

伺

)

れ
る
に
と
ど
ま
り
、
具
瞳
的
な
職
務
内
容
は
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。

一
方
、

シ
ャ
イ
バ

l
ン
朝
の
シ
ャ
イ
フ
・
ル
・
イ
ス
ラ
l
ム
に
つ
い
て

は
、
イ
ブ
ン
・
ル

l
ズ
ビ
ハ

l
ン
が
次
の
様
な
定
義
附
け
を
行
な
っ
て
い
る
。

君
主
が
イ
ス
ラ
ム
と
シ
ャ
リ
l
ア
に
関
わ
る
諸
事
の
責
任
を
負
わ
せ
る
宮
田
円
程

HLE--
口
白
ロ
皆
目

ε
様
な
人
物
を
、
こ
の
ご
ろ
の
人
々

(
ヨ
ロ
玄
白
円
冨
ロ
)
、
聞
ち
、
今
日
の
人
々
(
ロ

2
・
句
包
早
削
自
主
印
私
ロ
)
と
近
時
の
人
々
〈
同
EEご
ロ
同
省
ヱ
』
曲
円

HZ)
の
表
現
で
は
、

〈

m
w
)

ル
・
イ
ス
ラ

l
ム
と
言
う
の
で
あ
る
。

シ
ャ
イ
フ

・

少
な
く
と
も
シ
ャ
イ
バ

I
ン
朝
に
あ
っ
て
は
、

シ
ャ
イ
フ

・
ル
・
イ
ス
ラ
l
ム
は
、
君
主
の
委
任
を
受
け
て
イ
ス
ラ
ム
法
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る

面
を
統
轄
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

ウ
ラ
マ

1
層
の
管
理
者
で
あ
っ
た
サ
ド
ル
が
、
君
主
の
側
近
く
に
仕
え
る
べ
き
も

(
m
m
)
 

の
と
さ
れ
る
の
に
劃
し
、
シ
ャ
イ
フ
・
ル
・
イ
ス
ラ

l
ム
は
こ
の
よ
う
な
義
務
を
売
ぜ
ら
れ
る
べ
き
存
在
で
も
あ
っ
た
。
君
主
に
よ
り
イ
ス
ラ

ム
法
に
関
わ
る
諸
事
の
最
高
責
任
者
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
君
主
と
は
一
歩
距
離
を
お
く
、
い
わ
ば
孤
高
の
存
在
で
あ
っ
た
シ
ャ
イ
フ
・
ル
・
イ

- 55ー

ス
ラ

I
ム
は
、

シ
ャ
イ
パ

I
ン
朝
に
あ
っ
て
は
サ
ド
ル
よ
り
一
段
上
の
地
位
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ミ
H
h
h
S

主
役
可
に
は

(

回

〉

阿ハ
y
d匂
mw

』
白
の
衣
の
よ
う
な
エ
ピ

H
M
m
w

仏・印]凶
mw
r

シ
ャ
イ
バ

l
ン
朝
の
諸
君
主
に
仕
え
て
様
々
な
官
職
を
得
た
パ
1
デ
ィ
シ

+
l
フ
・
ホ

I
ジ
ャ

ソ
ー
ド
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。

向。ハ

l
Jア
ィ
シ
ャ
ー
プ
・
ホ

l
ジ
ャ
は
、
〕

(

叩

〉

へ
ラ

l
ト
の
二
度
目
の
征
服
の
際
に
、
サ
ド
ル
よ
り
シ
ャ
イ
フ

・
ル
・
イ
ス
ラ
l
ム
に
昇
進

し
た
。
次
の
開
句
は
、
こ
の
事
に
闘
し
て
彼
が
、
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

初
め

サ
ド
ル
と
箆
さ
れ
、
我
等
、
名
審
を
傷
つ
け
ら
れ
ど
も
、

好
意
得
て
、

つ
い
に
へ
ラ

l
ト
に
、

(

九

)

シ
ャ
イ
フ
・
ル
・
イ
ス
ラ

I
ム
と
帰
さ
れ
た
り
。

385 

「
サ
ド
ル
よ
り
シ
ャ
イ
フ
・
ル
・
イ
ス
ラ

I
ム
に
昇
進
し
た
」
と
い
う
以
上
、

シ
ャ
イ
バ

I
ン
朝
に
あ
っ
て
も
シ
ャ
イ
フ
・
ル
・
イ
ス
ラ

l
ム
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は
サ
ド
ル
の
管
轄
外
に
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
君
主
と
の
結
び
附
き
と
い
う
黙
で
は
微
妙
な
立
場
に
あ
っ
た
シ
ャ
イ
フ
・
ル
・
イ
ス
ラ
l
ム
で
は
あ
っ
た
が
、

カ

ー
デ
ィ

l

・
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
シ
ャ
イ
フ
・
ル
・
イ
ス
ラ

l
ム
職
就
任
の
背
後
に
は
、
極
め
て
政
治
的
な
意
固
が
見
て
取
れ
る
。
チ
ム

l
ル
朝

時
代
、

マ
l
ワ
ラ

I
ア
ン
ナ
フ
ル
の
シ
ャ
イ
フ
・
ル
・
イ
ス
ラ

l
ム
職
は
著
名
な
ハ
ナ
フ
ィ

l
涯
の
法
事
書
、

『
ヒ
ダ

l
ヤ
』
の
著
者
で
あ
る

(

η

)

 

プ
ル
ハ

l
ヌ
ッ
デ
ィ

l
ン
切
口
与
帥
ロ
と
・
ロ
E
〉
寸
口
出
]
'
司
由
明
白
ロ
メ
-
Z
(
一
一
九
七
年
波
)
の
一
族
に
腐
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

五

O
O年
に
サ
マ
ル
カ
ン
ド
を
征
服
し
た
際
、
シ
ャ
イ
パ

l
ニ
l
は
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
シ
ャ
イ
フ
・
ル
・
イ
ス
ラ

l
ム
職
と
カ

I
デ
ィ

l
職
と

を
、
「
統
治
に
関
係
す
る
諸
々
の
事
ど
も
に
閥
わ
ら
ぬ
様
、
お
の
が
身
を
持
し
て
き
た
」
ア
ブ
l
・
ア
ヅ
ラ
イ
ス
の
一
族
に
属
す
る
、
二
名
の

(η) 

人
物
に
委
ね
て
し
ま
っ
た
。
カ
l
デ
ィ

l

・
サ
マ
ル
カ
ン
ド
が
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
シ
ャ
イ
フ
・
ル
・
イ
ス
ラ

l
ム
職
を
所
持
し
て
い
る
の
は
、

こ
の
シ
ャ
イ
パ

l
ニ
1
の
政
策
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。

結
局
、

カ
l
デ
ィ
l
・
サ
マ
ル
カ

ン
ド
も
ま
た

シ
ャ
イ
バ

l
ニ
!
と
の
聞
に
密
接
な
閥
係
を
有
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
本
論
争

- 56ー

に
於
い
て
、
彼
は
シ
ャ
イ
パ

l
ニ
l
の
設
を
支
持
す
る
ア

ミ
1
ル
・
ア

I
フ
l
の
主
張
を
断
固
と
し
て
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

③
ア
ミ

l
ル
・
ア

l
フ
1

(

九

)

彼
は
本
名
を
サ
イ
イ
ド
・
ハ

l
ヴ
ア
ン
ド
・
プ
ハ

1
リ
l
ω
ミ
三
仏
宍
Y
M
H
4
2
ロ
仏
切
z
r
r削
コ
と
い
う
。

一
五

O
O年、

包
囲
し
た
シ
ャ
イ
パ

l
ニ
l
は
嘗
地
の
ナ
ク
シ
ュ
パ
ン
デ
ィ

1
数
圏
の
大
立
者
で
あ
っ
た
ホ

l
ジ
ャ
・
ヤ
フ
ヤ

l

阿ハ
7
4〈
卸
」
由 サ

ペマ
~ル

宣告ヵ
戸」ノン

とド
を

チ
ム
l
ル
朝
の
君
主
、

ス
ル
タ
ン
・
ア
リ

l

・
ミ
l
ル
ザ

l
の
雨
名
に
針
し
、
降
伏
動
告
の
震
の
使
者
を
涯
遣
し
て
い
る
。
こ
の
時
使
者
に
選

ば
れ
た
、

サ
イ
イ
ド
・
ジ
ャ
ラ

l
ル
ッ
デ
ィ

l
ン
・
ハ

l
ヴ
ア
ン
ド
・
プ
ハ

l
リ

l
ω
S
Q
E
し『白
Z
-
巳

-
D
E
穴

y
r
gロ
仏
切
口
一
岳
山
巴
こ

(
叩
山
〉

そ
、
ア
ミ

l
ル
・
ア

l
フ
ー
そ
の
人
で
あ

ア
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
も
ま
た
、
シ
ャ
イ
バ
l
ニ
!
と
の
聞
に
浅
か
ら
ぬ
関
係
を
有
し
て
い
た
と
見

て
よ
か
ろ
う
。

上
記
二
名
の
ウ
ラ
マ
ー
が
、

シ
ャ
イ
パ
l
ニ
!
の
も
と
で
高
い
地
位
を
獲
得
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
論
争
に
於
い
て
そ
の
主
張
を
否
定



ず
る
立
場
を
取
っ
た
の
に
封
じ
、

ア
ミ
l
ル
・
ア

I
フ
ー
が
積
極
的
に
こ
れ
を
支
持
し
よ
う
と
じ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
イ
プ
ン
・
ル
l

ズ
ピ
ハ

1
ン
は
こ
う
し
た
彼
の
行
動
に
封
し
、

い
評
債
を
下
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
聖
法
の
基
を
破
壊
」
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
の
巌
し

シ
ャ
イ
パ

I
-
7
i
の
主
張
を
正
嘗
化
す
る
た
め
に
、
彼
が
シ
ュ
ラ
イ
フ
・
カ

I
デ
ィ

I
の
設
を
引

「
報
酬
や
下
賜
」
を
目
嘗
て
と
し
て
、

き
合
い
に
出
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
る
べ
き
黙
で
あ
る
。

ア
ミ

l
ル
・
ア

l
フ
l
は
、
あ
く
ま
で
も
イ
ス
ラ
ム
法
撃
の
枠
内
で
シ
ャ
イ
バ

L

ニ
ー
の
設
を
正
蛍
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

IV-

ウ
ラ
マ

1
達
の
立
場
と
シ
ャ
イ
バ

l
=
ー
の
立
場

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
論
争
の
主
要
な
登
場
人
物
は
、

イ
プ
ン
・
ル

I
ズ
ピ
ハ

I
ン
本
人
も
含
め
て
、

い
ず
れ
も
シ
ャ
イ
バ

1
ニ
!
と

の
聞
に
密
接
な
関
係
を
有
し
た
者
ば
か
り
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
、
彼
等
も
含
め
て
論
争
に
出
席
し
た
ウ
ラ
マ

l
達
の
大
部
分
は
シ
ャ
イ
パ
l
ニ

ー
の
読
を
否
定
す
る
側
に
ま
わ
り
、

た
だ
ア

ミ
l
ル
・
ア
l
フ
1
一
人
が
こ
れ
を
支
持
し
、

イ
ス
ラ
ム
法
事
の
枠
内
で
の
正
嘗
化
を
試
み
た
。

- 57-

君
主
と
の
個
人
的
関
係
は
ブ
ウ
ラ
マ

l
各
人
の
見
解
に
影
響
を
興
え
は
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
殆
ど
の
ウ
ラ
マ

l
達
は
あ
く

ま
で
厳
格
に
イ
ス
ラ
ム
法
の
純
粋
性
を
護
ろ
う
と
努
め
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
彼
等
は
本
嘗
に
か
よ
う
な
立
場
に
た
っ
て
行
動
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
イ
ブ
ン
・
ル

l
ズ
ビ
ハ

l
ン
の
場
合
を
考
え
て
み
た
い
。

即
ち
イ
ジ
ュ
テ
ィ
ハ

1
ド
の
結
果
得
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
イ
ス
ラ
ム
法
理
論
に
お
け
る
用
語
法
で
は
、
イ
ジ
ュ
テ
ィ
ハ

l
ド
と
は
、
聖
法
の
具
瞳
的
法
源
か
ら
法
判
断
を
見
出

(
何
川

)

す
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
イ
ス
ラ
ム
法
事
と
法
理
論
に
つ
い
て
の
該
博
な
知
識
が
要
求
さ
れ
る
イ
ジ
ュ
テ
ィ
ハ

l
ド
賀
行
の
信
用

(
沌
)

シ
ャ
イ
パ

I
ニ
l
が
賓
際
に
所
持
し
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
措
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
イ
ジ
ュ
テ

ィ
ハ

ー
ド
に
闘
す
る
イ
プ

イ
ブ
ン
・
ル

1
ズ
ビ
ハ

1
ン
に
よ
れ
ば
、

シ
ャ
イ
パ

1
=
l
の
設
は
彼
自
身
の
「
撃
的
努
力
」
、

の
資
格
を
、

387 

ン
・
ル

I
ズ
ピ
ハ

l
ン
自
身
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
て
み
た
い
。
自
ら
の
著
書
に
於
い
て
、

(
刊
日
〉

ジ
ュ
テ
ィ
ハ

l
ド
寅
行
の
矯
の
責
格
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
彼
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

ハ
ナ
フ
ィ

l
涯
と
シ
ャ
ー
プ
ィ
イ

1
涯
に
お
け
る
イ
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さ
て

」
れ
ら
の
諸
篠
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
で
も
、

君
主
達
は
ム
ジ
ュ
タ
ヒ
ド
(
イ
ジ
ュ
テ
ィ
ハ

1
ド
を
行
な
う
資
格
を
有
す
る
者
)
た

り
得
な
い
、
と
い
う
の
が
今
日
の
人
々
の
同
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
ゆ
え
、
今
の
と
こ
ろ
、

(

加

)

っ
て
行
動
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ス
ル
タ
ン

は
ム
ジ
ュ
タ

ヒ
ド
達
の
見
解
に
従

君
主
に
イ
ジ

ュ
テ
ィ

ハ
l
ド
貫
行
の
資
格
を
認
め
な
い
と
す
る
立
場
が
、
寅
際
に
嘗
時
の
人
々
の
聞
の
了
解
事
項
で
あ
っ
た
か
否
か
は
検
討
を

要
す
る
が

少
な
く
と
も
論
争
の
首
事
者
で
あ
司
た
イ
ブ

ン
・
ル
ー
ズ
ビ
ハ

i
ン
自
身
は
か
よ
う
な
見
解
を
持

っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

な
ら

ば
、
君
主
で
あ
る
シ
ャ
イ
バ

l
ニ
ー
が
イ
ジ
ュ
テ
ィ
ハ

l
ド
の
結
果
獲
得
し
た
設
は
、

教
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、

イ
プ
ン

・
ル
ー
ズ
ビ
ハ

l
ン
の
目
か
ら
見
れ
ば
本
来
無

シ
ャ
イ
パ

l
ニ
l
の
主
張
が
、
寅
は
彼
自
身
が
保
持
し
て
い
た
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
的
俸
統
に
基
づ
く

論
争
の
場
に
於
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
黙
に
つ
い
て
イ
ブ

し
か
し
、

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
イ
プ
ン
・
ル

ー
ズ
ビ
ハ

l
ン
は
見
抜
い
て
い
た
。

ン
・
ル
1
0ス
ビ
ハ

l
ン
は
一
言
も
濁
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
彼
は
、
あ
く
ま
で
も
イ
ス
ラ
ム
法
撃
の
議
論
の
枠
内
で
、
シ
ャ
イ
パ
l
ニ
l
の
読

(

m

む

を
論
駁
す
る
こ
と
に
努
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
正
や
固
化
す
る
に
せ
よ
否
定
す
る
に
せ
よ
、
イ
ス
ラ
ム
法
と
矛
盾
す
る
主
張
を
イ
ス
ラ
ム
法
事

の
枠
内
で
議
論
し
た
と
い
う
黙
に
於
い
て

ア
ミ

l
ル
・
ア

l
フ
!
と
イ
ブ
ン
・
ル
ー
ズ
ビ
ハ

l
ン
は
貫
は
同
じ
立
場
を
取
っ
て
い
た
こ
と
に

oo 
zυ 

な
る
。
南
者
が
求
め
た
も
の
と
は
、

イ
ス
ラ
ム
法
に
お
け
る
合
法
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

一方、

シ
ャ
イ
バ

l
ニ
l
の
立
場
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
確
か
に
彼
は
イ
ス
ラ
ム
法
事
の
論
争
の
場
に
、

シ
ャ
リ
l
ア
と
は

し
か
し
な
が
ら
、
論
争
の
内
容
を
紹
介
す
る
際
種
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
彼
は
現
行
の
イ
ス
ラ
ム
法
の

規
定
に
閲
し
て
も
十
分
な
知
識
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
う
え
で
、
彼
は
自
身
が
保
持
し
て
い
た
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
的
俸
統
に
合
致
す
る
よ
う

異
質
の
原
理
を
持
ち
込
み
は
し
た
。

「
イ
ジ
ュ
テ
ィ
ハ

l
ド
」
に
よ
っ
て
法
を
解
穫
し
直
し
た
の
で
あ
る
。
自
設
を
否
定
す
る
根
擦
を
ウ
ラ
マ

l
達
に
求
め
た
際
、
彼
が
そ
の

典
擦
を
コ

1
ラ
ン
と
預
言
者
の
ス
ン
ナ
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
ら
の
主
張
を
イ
ス
ラ
ム
法
撃
の
枠
内
で
検
討
さ
せ
よ
う
と
す
る
彼
の
意

圃
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
、

イ
ス
ラ
ム
法
に
お
け
る
合
法
性
の
獲
得
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
設
を
反
駁
す
る
震
の
典

擦
を
ウ
ラ
マ

l
達
が
呈
示
し
得
な
か
っ
た
際
に
も
、
彼
は
自
設
を
現
貨
に
適
用
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
っ
た
。

「
こ
の
こ
と
は
ウ
ラ
マ

l
達



の
イ
ジ
ュ
マ
ー
へ
の
封
立
行
篤
で
あ
る
た
め
」
、

「
曙
踏
し
、
踏
み
止
ま
っ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。

そ
し
て

イ
プ
ン
・
ル
l
ズ
ビ
ハ

l
ン
の

示
す
典
擦
が
審
議
の
場
に
出
席
し
て
い
た
全
て
の
ウ
ラ
マ
ー
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
に
至
る
と
、
彼
は
自
読
を
取
り
下
げ
る
よ
り
ほ
か
な
か
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、

シ
ャ
イ
バ

l
ニ
1
偲
人
の
内
面
に
於
い
て
、

(

位

)

ヤ
サ
と
シ
ャ
リ
l
ア
と
は
併
存
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
個
人
の
内
面

に
お
け
る
か
よ
う
な
併
存
朕
況
を
、
統
治
者
と
し
て
現
賓
の
世
界
に
も
賓
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
れ
は
受
け
手
で
あ
る
被
支
配
者
の
側

に
様
々
な
針
謄
を
迫
る
こ
と
と
な
っ
た
。
或
る
者
は
支
配
者
で
あ
る
シ
ャ
イ
パ
l
ニ

1
の
意
を
混
ん
で
、
こ
れ
を
正
嘗
化
し
よ
う
と
し
た
。
そ

し
て
或
る
者
は
こ
れ
を
断
固
と
し
て
桓
否
す
る
立
場
を
選
ん
だ
。
け
れ
ど
も
、
論
争
を
提
起
し
た
シ
ャ
イ
パ
l
ニ

1
の
側
も
、
こ
れ
を
受
け
た

ウ
ラ
マ
l
達
の
側
も
、
決
し
て
踏
み
越
え
る
こ
と
の
な
い
一
線
が
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
、
イ
ス
ラ
ム
法
に
お
け
る
合
法
性
と
い
う
観
念
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

- 59-

本
稿
の
目
的
は
、

イ
プ
ン
・
ル

1
ズ
ピ
ハ

1
ン
の
俸
え
る
法
事
論
争
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
シ
ャ
イ
パ
l
ニ
l
の
イ
ス
ラ
ム
吐
舎
へ
の
割
腹

一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
支
配
者
で
あ
る
シ
ャ
イ
バ

1
ニ
l
は
支
配
下
の
イ
ス
ラ
ム
祉
舎
に
劃
し
て
は

の
在
り
方
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
ア
た
。

あ
く
ま
で
シ
ャ
リ
1
ア
を
傘
重
す
る
立
場
を
取
っ
た
、

と
い
う
の
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。

支
配
下
の
イ
ス
ラ
ム
祉
舎
と
の
関
係
に
於
い
て

は
、
マ
l
ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ
ル
に
成
立
し
た
シ
ャ
イ
パ
l
ン
朝
は
、
そ
の
最
初
期
か
ら
シ
ャ
リ

I
ア
の
権
威
を
保
誼
す
る
政
権
だ
っ
た
の
で
あ

(
回
〉

る
。
ま
た
一
方
で
、
政
権
が
寅
際
に
シ
ャ
リ
l
ア
を
遵
守
し
て
い
る
か
否
か
を
監
視
す
る
存
在
と
し
て
、
ウ
ラ
マ
l
層
が
果
た
し
た
役
割
も
ま

た
大
き
か
司
た
。
王
朝
権
力
者
で
あ
る
シ
ャ
イ
パ
l
ニ
!
と
、
法
の
携
い
手
と
し
て
支
配
下
の
イ
ス
ラ
ム
祉
舎
を
代
表
す
る
存
在
で
あ
っ
た
ウ

ラ
マ

1
屠
と
は
、

シ
ャ
リ
l
ア
を
共
通
の
擢
威
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
で
微
妙
な
共
生
関
係
を
維
持
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

カ

389 

よ
う
な
枠
組
み
を
提
唱
す
る
た
め
に
は
さ
ら
に
多
く
の
事
例
研
究
を
積
み
重
ね
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
今
後
の
責
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め
と
し
た
い
。

註(

1

)

〉
・
〉
・
の
巾
富
市

Z
O
F
2口
』
巾

E
a白
ZEIH白
Z
出
臼
島
国
。
巾
回
何
回
目
白
出
巾

S
Z

E
V
E巾
』
}
目
白
恒
三
由

ZH-usho回
=一

。
z
v
R
p
z口
巾
古
田
宮
巾

E
a犬山白
z
s
h
E

z
a
o℃
r
E
S
玄
白
田
市

E
Z
Z回
同
℃
・
3

守

、

言

、
A

ミ
目
。
M
5
2
R
q
h
H

n
h
h
J

出回
l
r
E
Z、
堀
川
徹
「
テ
ィ
ム
l
ル
朝
末
期
の
内
-
証
を
め

ぐ
っ
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
三
五
|
四
、
一
九
七
七
年
)
、
同
「
シ
ャ

イ
パ

l
ニ
l
・
ハ
ン
と
ア
ル
ク
l
ク
城
」
(『
史
林
』
六
二
六
、
一

九
七
九
年
〉
、
同
ご
四
八
八
年
の
チ
i
ル
河
畔
の
戟
に
つ
い
て
」
(
護

雅
夫
編
『
内
陸
ア
ジ
ア
・
西
ア
ジ
ア
の
祉
禽
と
文
化
片

山
川
出
版
社
、

一
九
八
三
年
〉
を
参
照
。

(

2

)

シ
ャ
イ
バ

l
ン
朝
の
占
領
地
政
策
に
つ
い
て
は
、
地
域
を
へ
ラ
I
ト

に
限
定
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
久
保
一
之
「
十
六
世
紀
初
頭
の
へ
ラ

l
ト
|
|
二
つ
の
新
興
王
朝
の
支
配
|
|
」
(『
史
林
』
七

一
l
一、

一
九
八
八
年
)
が
参
考
に
な
る
。
但
し
、
あ
く
ま
で
も
占
領
地
政
策
を

考
察
す
る
に
と
ど
ま
り
、
縫
績
的
な
支
配
の
在
り
方
を
取
り
扱
う
も
の

で
は
な
い
。
向
、
イ
ス
ラ
ム
期
中
央
ア
ジ
ア
都
市
研
究
の
現
況
を
解
説

す
る
も
の
と
し
て
、
小
松
久
男
「
中
央
ア
ジ
ア
」
(
羽
田
正
、
三
浦
徹

編
『
イ
ス
ラ
ム
都
市
研
究
〔
歴
史
と
展
望
〕
』
、
東
京
大
息
出
版
舎
、
一

九
九
一
年
)
が
あ
り
、
シ
ャ
イ
バ

l
ン
朝
期
の
イ
ス
ラ
ム
杜
曾
に
関
す

る
研
究
動
向
に
関
し
て
も
そ
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

3

)

現
在
知
ら
れ
て
い
る
本
書
の
潟
本
は
、
タ
シ
ュ
ケ
ン
ト
の
ウ
ズ
ベ
ク

共
和
園
科
準
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
準
研
究
所
(
奮
稿
、
現
在
の
名
稽
は
未

確
認
)
所
蔵

Z
0
・
E
広
篤
本
と
、
イ
ス
タ
ン
プ
ー
ル
の
ヌ
l
リ
・
ウ

スマ

1
ニ
l
ヤ
国
書
館
所
蔵

Z
0
・
2
出
篤
本
の
二
種
類
の
み
で
あ

る
。
こ
の
内
、
前
者
は
著
者
イ
プ
ン
・
ル
l
ズ
ピ
ハ

l
ン
の
自
筆
本
と

さ
れ
、
後
者
は
前
者
を
直
接
書官局
し
た
篤
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本

書
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
イ
ス
タ
ン
プ
ー
ル
寓
本
を
そ
の
ま
ま
活

字
化
し
た
テ
へ
ラ
ン
刊
本
を
使
用
し
て
い
る
が
ハ
問
主
E
z
r
pロ

岡山口

N
Z
Eロ
阿

S
E
E
-
ミ
忠
司
NNS・
3hH若
干
い
官
民
凶
忌
言
、
b
・
旦
云
同
ロ
ロ
-

n
r
H
Y
H
ω
E
E
P
、H，。
r
g
p
H
u
s
-
円
巾
司
ユ
ロ
丹

H申叶由

〔以
下
、
原
文
引

用
の
際
は
ミ

sshg
と
略
す
〕
)
、
そ
の
際
タ
シ
ュ
ケ
ン
ト
篤
本
の
フ

ア
ク
シ
ミ
l
ル
出
版
で
あ
る
モ
ス
ク
ワ
本
も
参
照
し
た
(
⑤
国
古
田
』
包
H

E
q
Z
3
u
q
E
H
宮
ヱ
♀
回
忌
z
F
云
E
H』
h
T
-
E注司
B
E
e
-
乱、
h

(hwbbRnRhhq」、
hhH、町市町内
VNONO町
、
詰
国
)
・
ロ
巾
℃
巾
回
。

hF
ロ
℃
巾

h
E
C
5回宮内凶

出
口
℃
毘
奈
川
』
由
同
国
国
国
司
・
コ
・
同
様

2
5
5回
O酔・

3
2
R回
P

S
芯
〔
以

下
、
原
文
引
用
の
際
は

ミ
S
ヨ恥
s
h
a
h。
と
略
す
〕
〉
。
向
、
テ
ヘ

ラ
ン
刊
本
の
編
者
で
あ
る

ω
E
S
L白
と
、
モ
ス
ク
ワ
木
の
編
者
で
あ

る
泊
出
向
g
z
b
o
E
の
隻
方
は
、
お
互
い
の
使
用
し
た
定
本
を
直
接
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

上
記
二
篤
本
相
互
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
モ
ス
ク
ワ
本
の
序
文
三
九

l
四
五
頁
を
参
照
の
こ

と
。
一
方
、
本
書
の
期
間
謬
書
と
し

て
は
、
モ
ス
ク
ワ
本
に
含
ま
れ
る

同
浜
白

h
E
h
o回
白
の
ロ
シ
ア
語
誇
の
ほ
か
、

c
z
z
r
。

=

の

ド

イ

ツ

語

誇
も
あ
る

(
d
gロ
F
C
F
同
3
R君。
H
g
t
s
官
、
=
同
吋
足
、
b
s
h
bミ
N
R

nu 
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h
u
h
-
3
R
p
h
H
a・
e
p
v
L
R
語、2
F
U
S
E
-
F若
宮
・
志

3
・

v.

NWR骨
刷
、
制
&
町
師
、
島
市
ご
と

h
b
b
F・
均
給

Nhお
・
言
語
句

S
恐・

g
s
-
R
H
N
S
h

g丸
岡
。
遺
書

S
H
bコ

F
m
F
R
m
-
H
S品
)
。
し
か
し
な
が
ら
い
ず
れ

も
部
分
譲
で
あ
り
、
特
に
。
=
は
本
稿
で
扱
う
法
皐
論
争
を
全
く
謬

し
て
い
な
い
。

(
4
〉
以
下
、
イ
プ
ン
・
ル
ー
ズ
ピ
ハ
l
ン
の
経
歴
に
関
す
る
叙
述
は
、
特

に
断
ら
な
い
限
り
次
の
研
究
に
擦
っ
て
い
る
。
同
】
・
ロ

-
h浜
2
5
5
E・

e-円
?
ロ

-
N
u
d
g
c
E
0
2・
4
・
円
?
品

l
N
H
u
d
E各
国

g
円・

自
由
ロ
ロ

¥
R
ω
S巳
口
出
向
日
同
州
市
ロ

m-oロ
宮

吋

g
g
o
H同ロ
-
2
M
M
S
P
E
r
oロ

5
・
γ
Z
E
E
E
¥
.
N
U
足
。
-
H
N品
|
N・
H也記

(
5
〉
彼
は
フ
ァ
ー
ル
ス
の
シ
ャ
ー
プ
ィ
イ
l
波
の
名
家
の
出
身
で
あ
り

〔

C
E各
国
国
田
口

E
ロ
p
o
-
M・
S
・-
E
H〕、

c
gロ
F
0
2
が
復
元
し

た
彼
の
フ
ル
・
ネ
l
ム
に
は
、
シ
ャ
ー
プ
ィ
イ

1
波
で
あ
る
こ
と
を
示

会す
ニ
ス
パ
げ
と
・

ωr邑
J

が
含
ま
れ
て
い
る
〔

C
H
E
F
0
3・
也
、
・
円

p-

叶

l
f
a
。
ま
た
、
シ
ャ
イ
バ
l
ニ
ー
も
彼
の
法
準
源
が
シ
ャ
ー
プ
ィ
イ

1
滋
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
〔

hhS若
宮
口
町
〕
。
一
方
、
そ
の
シ

ャ
イ
パ
l
ニ
ー
が
属
す
る
法
畢
源
に
つ
い
て
直
接
言
及
す
る
史
料
は
管

見
の
及
ぶ
限
り
で
は
見
蛍
ら
な
い
。
シ
ャ
イ
パ
l
ニ
l
の
死
の
四
年

後
に
蛍
た
る
一
五
一
囚
年
に
イ
プ
ン
・
ル
ー
ズ
ピ
ハ
l
ン
が
著
し
た

匂

RNnbbNム
ミ
宮
町
ぬ
ト
ハ
匂
同
仏

}m-zy
守
口
河
口

NZYMg
と
-
r
p
r帥
ロ
ア

匂
ミ
忠

bF』
hRN同
F
E
-
冨
与
曲
目
ヨ
邑

ZFN削
自
由

]'gロ
白
旦

窓
口
宮
B
B包
の
}
岡
田
口
問
Y

国

1
2与
包

-
H
U
B
〔
以
下
、
-
切
足
早
と

略
す
〕
〉
に
は
、
「
マ
l
ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ
ル
の
王
逮
」
が
ハ
ナ
フ
ィ

1
汲
を
信
奉
し
て
い
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
〔
句
"
に
忌

JR〕、

こ
れ
は
シ
ャ
イ
パ

l
y
朝
の
王
族
に
つ
い
て
述
べ
た
記
事
な
の
で
、
恐

ら
く
は
シ
ャ
イ
パ

l
-一
ー
も
ハ
ナ
フ
ィ

1
源
に
廃
し
て
い
た
も
の
と
恩

わ
れ
る
。
後
述
す
る
法
皐
論
争
に
於
い
て
、
論
争
を
提
起
し
た
の
は
シ

ヤ
イ
パ

I
ニ
ー
で
あ
り
、
こ
れ
に
藤
じ
た
の
は
主
と
し
て
イ
プ
ン
・
ル

ー
ズ
ピ
ハ
l
ン
で
あ
っ
た
。
爾
者
共
に
ス
ン
ナ
波
四
法
皐
波
の
内
の
一

つ
に
属
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
論
争
に
於
い
て
イ
ス
ラ
ム
法
の

規
定
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
ス
ン
ナ
波
の
イ
ス
ラ
ム
法
に
お
け
る

規
定
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
「
イ
ス

ラ
ム
法
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
場
合
も
、
専
ら
ス
ン
ナ
波
法
第
に

よ
り
形
成
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ム
法
主
意
味
し
て
お
り
、
シ
l
ア
波
の
イ
ス

ラ
ム
法
は
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

(

6

)

聞

gdq削
邑
白

HHMMH-
旬
。

~vs
ミ
'b句
。
コ
邑
・
冨
ロ
官

g
g
E
U白
σ回同

ω
-
Z企
-

H

〈・、
H
，

o
r
g・
5
8
〔
以
下
、
匂
忌
ぶ
と
略
記
〕
・

8
吋・ハ

デ
ィ
l
ス
皐
に
関
し
て
は
、
鎌
田
繁
「
つ
ア
ィ
l
ス
」
(
『
イ
ス
ラ
ム
投

界
』
一
一
一
九
・
四

O
、
一
九
九
三
年
)
を
参
照
の
こ
と
。
向
、
彼
が
全
慢

と
し
て
如
何
な
る
教
養
を
保
持
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、

C
E
n
r

同
窓
口
E
ロ
ロ
・
。
匂

-
n
F
ω
企
|ω
怠
に
詳
し
い
。

(
7
)

偲島田

B
Z
P昨
日
・
ミ
ミ
E

E守凧

b
~
v
E
F
-
F在
任
窓
口
白

2
F

。
H-HHH2・
8
r
u
g
s
Z
E
E
-。円
ror
切均一】

HfOH目
。
三
-
冨
百
三

oz

品
。
・
色
白
・
以
下
、
本
書
を
ミ
R
A
Z
E刷
、
と
略
し
、
引
用
の
際
は
ロ

ン
ド
ン
潟
本
、
ベ
ル
リ
ン
潟
本
の
順
に
葉
軸
慨
を
記
す
。

(

8

)

』

hhb若
宮

ω印由
・

(

9

)

こ
の
事
件
に
関
し
て
は
、
〉
・
〉
・
の
巾
冨
m
z
o回
二
日
巾
罫
。
吉
田
-
H
同
国
国

帥白回

og曲
目
田
町
民
阜
両
国
富
国
内
℃
国
E

4

5
画一弓
E
h
O
回・

3
8
1
S、
お
よ
び

久
保
一
之
、
前
掲
論
文
を
参
照
の
こ
と
。

(

M
山

〉

押

P
E
S
-
ω
由

M
U
S
S
E
E
l
s
-

- 61-
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(
日
)
ミ
匙
若
宮
H

M

・
Sc-
向
、
ミ
何
百
若
宮
は
同
じ
事
件
を
、
一
ー

二
頁
で
は
回
麿
九
一
四
年
(
西
暦
一
五
O
八
年
五
月
二
日

l
一
五
O
九

年
四
月
二
O
日
〉
の
出
来
事
と
し
な
が
ら
、
一
九
O
頁
で
は
回
暦
九
一

O
年
(
西
暦
一
五
O
四
年
六
月
一
四
日
J
一
五
O
五
年
六
月
一
一一
日
)
の

こ
と
と
し
て
述
べ
る
が
、
明
ら
か
に
前
者
の
記
事
が
正
し
い
。

(

ロ

)

〉

6・F
喜
和
尚
回
申
{
)
・

(
日
)
〉
h
h
正
若
宮

N

|

∞・

(
H
H
)

〉
山『
h
F
ヨb
辺

白

(
日
)
ミ

he~rsE
叶
l
l
N】
・

(gg.F苦
言

N
N
l
N
∞-

(
幻
)
〉
hN.F
吉
宮
包
l
ω
H

(
時
)
p
b封
書
何
潟

2
・

(
印
)
こ
の
紳
皐
論
争
が
行
な
わ
れ
た
時
刻
は
、
念
同
者

z
t
H円
押
印
『
と
い

う
語
で
一
ホ
さ
れ
る
が
〔
ミ
与
吉
宮
N

由
〕
、
こ
れ
は
ラ
マ
ダ
l
ン
月
日
中

の
断
食
終
了
後
の
食
事
の
時
分
を
表
す
言
葉
で
あ
る
。

(
初
〉
テ
ヘ
ラ
ン
刊
本
で
は
「
相
嫡
制
す
る
」
と
な
る
が
〔
ミ
NF
ヨ
N
S

N
N
〕、

モ
ス
ク
ワ
本
に
従
っ
て
訂
正
し
た
〔
ミ
与
ヨ

E
K
P
R
S
-
ロ白〕。

(
幻
)
ミ
&
ヨ
E
N
N
・

(
幻
)
】
O

明。司「

ω
n
z
n
z
-
b
=
T
H可。
S
R
H
E冶
芯

Lrpヨ
月
ト
Q
8・

O
K
『。『《
H
S
E
-
ロ
。
・
柳
橋
博
之
「
シ
ャ
リ
i
ア
と
フ
ィ
タ
フ
」
(
『
イ

ス
ラ
ム
世
界
』
四
一
、
一
九
九
三
年
)
八
O
|
八
一
一
貝
に
よ
れ
ば
、
代

製
相
績
を
否
定
す
る
こ
の
規
定
は
、
今
世
紀
に
至
っ
て
も
な
お
イ
ス
ラ

ム
世
界
に
あ
っ
て
影
響
力
を
有
し
て
い
る
。

(
お
)
テ
ヘ
ラ
ン
刊
本
に
は

「
へ
ラ
l
ト
の
」
と
い
う
語
は
存
在
し
な
い

が
〔
〉
h
S追
加
司

N
N
〕
、
モ
ス
ク
ワ
本
で
補
っ
た
〔
ミ
忌
ヨ

E
K
E
S

H
H
A凶
〕

。

(
但
)
軍
首
相
若
宮

N
N
.

(
お
)
以
下
、
庇
護
関
係
に
関
す
る
叙
述
は
次
に
摩
げ
る
研
究
に
一
援
っ
て
い

る
。
司・

C
C
D
2
E
〉
-
]
者
。
コ
凹
E
n
F
E玄
〉
者
F
P・日『

N

一】
0
8
1
M

F
E
n-dF
。
、
.
ミ

w
H
8ー
ロ
ω

(
お
)
コ

l
ラ
ン
に
よ
る
割
蛍
相
績
人
、
お
よ
び
ア
サ
バ
の
概
念
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
。

(
幻
)
イ
ス
ラ
ム
法
理
論
の
用
語
法
で
「
イ
パ

1
ラ
」
と
は
、
法
の
明
文

(
こ
の
場
合
、
コ

l
ラ
ン
と
ハ
デ
ィ

l
ス
の
明
文
〉
の
表
意
様
式
の
一

つ
で
あ
り
、
明
文
の
字
義
通
り
の
意
味
内
容
を
指
す
〔
ア
ブ
ド
ル
H

ワ

V

ハ
l
ブ
・

ハ
ッ
ラ
l
フ
著
、

中
村
康
治
郎
議
『
イ
ス
ラ
ム
の
法
ーーー

法
源
と
理
論
|
|
』
(
東
京
大
皐
出
版
食
、
一
九
八
四
年
〉
一
八
九
|

一
九
一
頁
〕
。
向
、
「
イ
ス
ラ
ム
法
準

(
A
E
ω
一
'
出
会
)
」
と
「
イ
ス

ラ
ム
法
理
論
(
己
B

C
ち
-
と
'
H
1
5
7
)
」
と
は
そ
の
内
貧
に
於
い
て
相

違
す
る
概
念
で
あ
る
〔
同
書
、
一
一
|
一

一二、

一
一
一
二
三
頁
〕。

(
お
)
さ
ぎ
E
N
N
.

(
m
m
)

ア
ブ
ド
ル
川
ワ
ッ
ハ

l
ブ

・
ハ
ッ
ラ
l
フ
の
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、
怠

子
の
相
績
に
よ
る
孫
の
相
績
権
の
否
定
は
、
イ
ジ
ュ
マ
ー
に
よ
り
確
立

し
た
規
定
で
あ
る
と
い
う
〔
同
書
、
六
一
頁
〕
。

(

初

)

』

D
お℃
r
p
z
n
r
F
e・

2
・
ロ
N
l
H
3・

(
紅
)
ヤ
サ
に
関
し
て
は
以
下
に
奉
げ
る
研
究
を
参
照
し
た
。
ゥ
ェ

l

・リ

ャ
ザ
ノ
ア
ス
キ
ー
著
、
青
木
富
太
郎
謬
『
蒙
古
法
の
基
本
原
理
』
(
生

活
社
、

一
九
四
三
年
)
、
同
月
三
n
V
5
2
r
u
J
E
U
-
o
ペ
白
g
G
8
2〉

向
日

5
m
m
u
-
r
r白ロ凶
E
ロ仏

F
B
回日同
c
r
F
E
R
-
r
¥
旬、、。町、
H
F
C
S町、に白

内

F
R
R
辺
、
穴
"
に
言
、
与
、
ぬ
と
お
N
h円

b
g
て
と
な
コ
色
・
。

gH四
国
民
三

- 62ー



393 

田
口
内
田
市
2
2
Nぽ
B
P
回
2
-
5・
HU-R山
口
同
〈
広
〉
uRW]op--叶
ro

の
お
釦
同
州
、
印
刷
白

O聞
の
7
5
m
-
N
Hハ
ゲ
帥
ロ
・
〉

MN伺・
0Mag-目白骨山口ロ・】
MHOa

rs--ー
〈
〉
)
、
H
，Y
四
回
目
凹
}
ロ
ロ
白
S
Z
P叩

E
曲
目
お

ωEHn何回
O
ロ

子
巾
可
制
話
回
ロ
仏
O
ロ
』
門
的
。
。
口
同
市
ロ
仲
間
¥
句
H
R
A
B
i
r
r
遣
符
R
F
M
内M
M
内

H
H
F
H
恒
三
山
口
・

0
・F

向

R
m
s
-
E
吋「刊

6
5同
同
吋
ん
ご
加
え
の
r
z
m
F
N

附
ハ
ゲ
削
同
ぺ
曲
目
ι
冨
O
口
問
。
-
戸
田

a

若
宮
任
問
巴
r
r恥回目白丹市
-
u
u
N
W匂
o
h
h
F

V

内】
[HM内
(
句
釦
三
回
)
-
H
双山由
。

チ
ン
ギ
ス
・
ハ

l
ン
の
ヤ
サ
に
つ
い
て

は
、
そ
の
内
容
に
射
す
る
評
債
が
研
究
者
の
閲
で
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
の

に
加
え
、
ヤ
サ
自
慢
の
存
在
に
つ
い
て
も
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い

る
〔
0
・0
・
富
良
何
回
p
o司
-nx-
口
。
・
ま
た
、
宮
OHm同
ロ
の
見
解
は
、

デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
モ
l
ガ
ン
著
、
杉
山
正
明
、
大
島
淳
子
謬
『
モ
ン
ゴ
ル

脅
園
の
歴
史
』
(
角
川
書
庖
、
一
九
九
三
年
)
九
一
|
九
五
頁
に
も
簡

潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
〕
。
と
な
れ
ば
、
現
在
主
に
イ
ス
ラ
ム
圏
の
諸

史
料
中
に
断
片
的
に
記
録
さ
れ
て
停
わ
っ
て
い
る
「
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー

ン
の
ヤ
サ
」
に
つ
い
て
も
そ
の
員
僑
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ

こ
で
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
燭
れ
な
い
。
本
稿
に
於
い
て
は
、
シ
ャ

イ
バ

1
ニ
1
が
言
う
所
の
「
チ
ン
ギ
ス
・
ハ

l
ン
の
ヤ
サ
」
が
他
史
料

中
に
確
認
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
確
認
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

少
な
く
と
も
彼
の
言
う
ヤ
+
は
、
一
般
に
人
々
が
ヤ
サ
と
し
て
認
識
し

て
い
た
も
の
で
は
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
〉
苫
一
ロ
ロ
の
研
究
が
設
表
さ

れ
る
以
前
、
諸
研
究
者
は
ヤ
サ
の
内
容
を
惇
え
る
史
料
と
し
て
、
主
に

マ
ム
ル
l
ク
朝
時
代
の
歴
史
家
、
マ
ク
リ
1
ジ
!
と
・
ζ
2
2
N同(一

四
四
二
年
波
)
の
記
述
を
重
ん
じ
た
。
リ
ャ
ザ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
前
掲
の

著
書
に
於
い
て
、
こ
の
マ
ク
リ
l
ジ
1
の
記
述
を
含
め
、
首
時
研
究
者

の
聞
に
知
ら
れ
て
い
た
ヤ
サ
の
内
容
を
俸
え
る
諸
史
料
を
列
奉
し
て
い

る
〔
リ
ャ
ザ
ノ
フ
ス
キ
1
、
前
掲
書
、
一

O
二
|
一

O
六
頁
〕
。
こ
れ

に
劃
し
て
〉
苫
】
O
ロ
は
、
諸
史
料
中
に
分
散
し
て
い
る
ヤ
サ
に
関
す

る
様
々
な
記
録
の
聞
に
相
互
の
依
接
関
係
を
認
め
、
ジ
ュ
ワ
イ
ニ
ー

と
山
口
毛
色
己
(
一
二
八
三
年
波
)
の
叫
ぶ
イ
S
F点
、
ぬ
酔
印
詰
'
C
R込
町
同

〔)〉
E.
巳
'
U
Z
‘
〉
お
宮
色
野
色
山
口
唱
曲
目
白
岡
・
同
J
R
H

旬、思
M
W

丸
、
b
F
N
W
干

の
R
h
v
h
w
w
F
E
-

去
三
百
H
H
H
B

邑

O
R唱同ロ
F

U

〈
or--
T
w
z
g
除

戸
O
ロ仏
O
P
S
H
N
J
H
8
3
を
唯
一
の
典
鎌
と
す
る
立
場
を
提
唱
し
た
。

こ
の
主
張
は
そ
の
後
宮
O
H
m
s
に
よ
り
受
け
入
れ
ら
れ
、
現
在
に
至

っ
て
い
る
。
筒
、
り
ャ
ザ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
ジ
ュ
ワ
イ
ニ

l
の
停
え
る
ヤ

サ
の
諸
係
官
慣
を
そ
の
著
書
に
牧
め
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
ヤ
サ
の
内
容

を
知
る
に
は
、
現
時
黙
で
は
リ
ャ
ザ
ノ
フ
ス
キ
l
の
研
究
を
参
照
し
た

う
え
で
、
ジ
ュ
ワ
イ
ニ

l
の
吋
白
ず
問
除
、
v
九
e
『b
b
h
H
干
の
R
M
F
h
w
闘
に
含
ま

れ
る
諸
々
の
ヤ
サ
を
調
査
す
れ
ば
ほ
ぼ
足
り
る
と
い
っ
て
よ
い
。
筆
者

は
リ
ャ
ザ
ノ
ア
ス
キ
ー
の
研
究
と
、
叫
2
b
ゴ除、
v
・眠、
b
v
h
刷、?の
R
h
F
h
w
u
同の

前
掲
ベ
ル
シ
ア
語
テ
キ
ス
ト
全
三
巻
の
隻
方
を
検
索
し
た
が
、
シ
ャ
イ

バ
l

ニ
ー
が
述
べ
る
よ
う
な
ヤ
サ
は
つ
い
に
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

(
M
M

〉
『
コ

l
ラ
ン
』
、
「
女
」
の
章
、
第
一
二
節
。
倫
、
節
分
け
は
フ
リ

ュ
l
ゲ
ル
版
の
分
け
方
に
従
い
、
羽
一
持
出
の
際
に
は
井
筒
俊
彦
誇
『
コ

l

ラ
ン
』
(
上
〉
(
中
〉
(
下
〉
(
岩
波
文
庫
(
改
版
)
、
一
九
六
四
年
〉
を

参
考
に
し
た
。

(
お
)
テ
へ
ラ
ン
刊
本
の
校
閲
者
で
あ
る
メ

E
と
・
明
白
自
己
切
包
ぺ
色
白

N
国
同
国
削
口
同
に
よ
れ
ば
、
か
よ
う
な
文
言
は
コ

l
ラ
ン
に
も
ハ
デ
ィ

l
ス

に
も
存
在
し
な
い
と
い
う
〔
ミ
急
追
加
詰

ω
町田〕。

(
g
g・F
草
加
諸
民

l
E
-

(
お
)
テ
ヘ
ラ
ン
刊
本
で
は
「
爾
親
(
と
さ
劃

E
3ロ
〉
」
と
す
る
が

2
b・b
'

- 63ー



若
宮
立
〕
、
こ
れ
で
は
全
く
意
味
が
遜
ら
ず
.

モ
ス
ク
ワ
本
に
従
い

「
二
人
の
息
子
(
牛
耳
ω
F
E
5
〉」
と
す
る
〔
ミ
S
ヨ
h
g
b
R
H
。
.

HNα
〕。

(
お
)
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
数
友
達
の
世
代
に
綴
く
世
代
の
人
々
を
指
す

一=
目
茶
で
あ
る
〔
ア
ブ
ド

ル
H

ワ
ヴ
ハ
l
プ
・
ハ
ッ
ラ
l
フ
、
前
掲
書
、

三
O
七
頁
、
鎌
田
繁
、
前
掲
論
文
、
一

O
一頁〕。

(
幻
)
ウ
マ
イ
ヤ
朝
時
代
の
ク
l
フ
ァ

の
カ
l
デ
ィ

ー
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
、
字
体
説
的
人
物
で
あ
る
〔
』
口
お
ち
ω
円
Z
n
r
F
e
・
2
.
h
-
E〕
。

(
お
)
ミ
匙
講
和
浴
日
仏

(
叩
却
)
〉
h
S
ヨ
E
E
l
M
m
-

(
的
制
)
言
言
E

N
日・

(
4
)
E・F
若
宮
N
印

1
8・

(
必
)
ミ
N
.
F
苦
言

ω
・
ま
た
、

蛍
時
シ

ャ
ブ
リ
サ
プ
ズ
、
ミ
ヤ
1
ン
カ
ー
ル

も
彼
の
領
地
で
あ
っ
た
〔
堀
川
徹
「
ポ
ス
ト
・
モ

ン
ゴ
ル
期
の
イ
ス
ラ

l
ム
圏
」
〈
『
中
近
東
文
化
セ

ン
タ
ー
研
究
禽
報
告
』
一

O
、
一
九
八

九
年
〉

二
O
二
頁
(
和
文
レ
ジ
ュ
メ
〉
〕。

(目白)

『
コ
l
ラ
ン
』、

「食
卓
」
の
章
、
第
五
九
節
。

(
斜
)
『
コ

l
-フ
ン
』
、
「
イ
ム
ラ
1
ン
一
家
」
の
章
、
第
一
八
四
節
。

(
必
)
プ
ハ

l
リ
l

(
八
七

O
一年
波
)
の
『
サ
ヒ

1
フ
』
は
ス
ン
ナ
源
で
最

も
傘
重
さ
れ
る
ハ
デ
ィ

I
ス
集
で
あ
る
。
向
、
本
建国
の
構
成
に
つ
い
て

は
鎌
田
繁
、
前
掲
論
文
、
九
八
|
一

O
O頁
を
参
照
の
こ
と
。
一
四
八

二
年
、
メ
デ
ィ
ナ
に
在
っ
た
イ
プ
ン
・
ル
l
ズ
ピ
ハ

l
ン
は
、
マ
ム
ル

ー
タ
朝
時
代
の
著
述
家
サ
ハ

l
ヴ
ィ
!
と
目
E
r
z
z
(
一
四
九
七
年

波
)
の
も
と
で
本
書
を
皐
ん
で
い
る
〔
司
・
ロ
・
」
H
W
R
E
刷
、E
o
s
-
C
M
V
-

2
-
H
-
-
s
u
d
g
c
r
o
p
。
、
・
円
N.f
g
l
H
斗
一
c
-
z
n
r
E
8
2
5
ロ
ロ
・
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口問ynF-ωム品
〕。

〈
必
)
〉
山町、
v
ヨ
b潟

N酌

ハ
円
引
)
テ
ヘ
ラ
ン
刊
本
の
編
者
ω
E
E
E
が
テ
キ
ス
ト
に
附
す
脚
註
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
ら
二
種
の
ハ
デ
ィ
l
ス
は
共
に
プ
ハ

l
リ
!
の

『
サ
ヒ
l

フ
』
、
「
相
績
」
の
掌
に
牧
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
〔
ミ
$
ヨ
E
N
C
。

(
必
)
諸
ハ
デ
ィ

l

ス
集
を
も
と

に
、
ω
一
耳
目
的
ロ
ご
)
Z
F向
E
f
2
5
邑

ω
一
月
号
『
5
が

一一一一一一一
六
年
に
作
成
し
た
ハ
デ
ィ
l
ス
集
成
、
g
h
z
e

-
ミ
ミ
g
み
を
指
す
。

〔。
-F
R
E
S
S
P
P
R
E
与
同
町
丸
町
、

b
w
d
e
R
F
S
ト
N
H
H
q
ミ
氏
、
・
印
〈
O
F
-
-
H
i
巴
《
同
巾
同
f
H
B吋
j
H
由
品
川
Y
〈
o
-
-

y
ω
由
hp

〕。

(
品
目
)
こ
の
人
物
は
、
ω
Z
B師
同

}
'
U
E
Y向
与
問
自
白
色
白

-
-
d
r
Z
N
M
(
註

(
同
叩
)
参
照
)
の
師
匠
で
あ
り
、
波
年
は
一
三
四
二
年
と
さ
れ
る
〔
の
-

F
o
n
E
E
ロ
p
e
・
町
民
H
4
2
3
・
N
-
N
m
N
〕
。
彼
は
〉
ミ
窓
向
b拘h

ミ

ε和巴F
刷
や
骨
の
註
穆
書
、
b
F
N
U
M
b
q
a
g
匂
s
b
u
S
ミ
・
h
叫

5

3

を

著
し
て
お
り
〔
〈
U

・
切
H
o
n
z
-
B
g
p
。
、
.
町
民
H
J
〈
。
一
-
H
U
ω
E
〕
、
ィ
プ

ン
・
ル

1
ズ
ピ
ハ

l
ン
の
引
用
す
る
き
~
与
Z
H
b
N
'
ミ
s
g
品
の
註

懇
書
と
は
本
書
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
印
〉
残
念
な
が
ら
、
こ
の
ハ
デ
ィ
l
ス
の
出
奥
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。

〈
日
)
〉
b.F
若
宮
以
ー
ミ
・

(
臼
)
以
下
、
イ
ス
ラ
ム
法
の
相
績
規
定
に
関
す
る
叙
述
は
、
』
O
R
Z

p
z
n
F
e
・
2
F
-
一
七

O
ー
一
七
三
頁
に
依
接
し
た
。

(臼
)

h

h
刷
新
若
宮
ミ
|
N
∞
・

(

M

)

但
し
、
出
身
地
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
皐
振
に
基
づ
く
も

の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
既
に
述
べ
た
援
に
イ
プ
ン
・
ル
ー
ズ
ビ

- 64-
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ハ
I
ン
の
皐
汲
は
シ
ャ
ー
プ
ィ
イ
1
波
で
あ
っ
た
が
、
カ
l
デ
ィ
l

・

サ
マ
ル
カ

γ
ド
は
後
述
す
る
如
く
ハ
ナ
フ
ィ
1
滋
の
法
皐
者
の
家
系
に

属
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
と
共
に
イ
プ
ン
・
ル
ー
ズ
ピ
ハ

1
ン
の
典

践
を
審
査
し
た
の
は

「
マ
!
ワ
ラ
I
ア
ン
ナ
フ
ル
の
ウ
ラ
マ

i
逮
」
で

あ
る
が
、
こ
の
地
は
ハ
ナ
フ
ィ
l
汲
が
流
布
し
た
土
地
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
〔
】
O
湾問

LHωny白
n
y
p
c
、.
2.H・・∞印
〕。

(
目
山
)
具
強
的
に
年
代
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
シ
ャ
イ
パ

l
ニ

ー
が
マ
I
ワ
ラ
l
ア
ン
ナ
フ
ル
を
征
服
す
る
前
段
階
と
し
て
、
ト
ル
キ

ス
タ
ソ
地
域
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
一
四
八
八
年
以
降
、
一
五

O
O

年
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
筒
、
こ
の
時
期
の
シ
ャ
イ

ハ
1
ニ
1
の
活
動
に
関
し
て
は
、
堀
川
徹
「
シ
ャ
イ
パ

l
ニ
1
・
ハ
ン

と
ア
ル
ク
I
グ
城
」
四
八
|
五
八
頁
を
参
照
の
こ
と
。

(
日
山
〉
匂
忌

s
g
H・

(
幻
)
以
下
、
チ
ム
l
ル
朝
の
サ
ド
ル
職
に
闘
す
る
叙
述
は
次
に
彦
げ
る
研

究
に
依
接
し
て
い
る
。
出
回
目
印
刷
N
O
V
巾
三
河
口

m
g
R
匂
H
Q
ミ

a与
ミ
N63

除
、
ヨ
ヨ
臣
、
ミ

S
同町民
H

・
4
弓
片
手
恒
常

P

S印N
・
エ
∞
|
区
?
の
O
円円同町一
m
L

E
R
H自由ロロ・

E
N日
開
ロ
E
o
r
cロ
伺
今
回
却
白
骨
'
〉
ヨ
同
作
曲
・

3

り
に
」
足
。
草
・

ひ
与
内
司
、
N
H
N
S
N
.
h
円
言
語
ミ
宮
内
N
b
N
同町、

S
札
見
町
民
同
町
N.H
・

a
-
c
r
r
r

z
g
H
g
gロ
g
仏

P
R同
切
白

n
y
g
gロ・回冊一
E
F
H由
吋
由
、
関
野
英
二

「
テ
ィ
ム
l
ル
朝
の
社
曾
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
八
、
岩
波
書
庖、

一
九
六
九
年
)
一
二

O
六
|
一
ニ
一
一
一
一
頁
、
小
野
浩
「
サ
ド
ル

(唱
旦
円
)
職

の
成
立
に
関
す
る
一
史
料
l
l
1
0・出
向
H
5
2
p
E
N日
開
三
回
門
0
7
5
m

ι2ωω
仏
H
-
〉
百
円
冊
目
さ
よ
り
|
|
」
(
『
西
南
ア
ジ
ア
研
究
』
二
八
、
一

九
八
八
年
〉
。

(
切
)
小
野
浩
、
前
掲
論
文
、
八
四
|
八
五
頁
。

(

m

悶
〉
向
、
シ
ャ
イ
パ

l
ン
朝
の
サ
ド
ル
職
の
全
鐙
像
に
つ
い
て
は
、
後
述

す
る
シ
ャ
イ
フ
・
ル
・
イ
ス
ラ
1
ム
職
と
も
併
せ
、
詳
細
は
別
稿
に
て

論
じ
た
い
。

〈
印
)
こ
れ
ら
諸
官
職
の
内
容
に
つ
い
て
は
関
野
英
二
、
前
掲
論
文
、
三
一

Ol--一
一
一
一
頁
を
参
照
の
こ
と
。
向
、
サ
イ
イ
ド
と
は
預
言
者
ム
ハ
ン

マ
ド
の
子
孫
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ず
、
特
定
の
官
職
保
持
者
を
一
万
す
言

葉
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
+
ド
ル
を
シ
ャ
リ
l
ア
に
関
係
す
る
官

職
保
持
者
遂
の
首
長
と
呼
ぶ
こ
と
は
厳
密
さ
を
敏
い
て
い
る
の
だ
が
、

便
宜
的
に
従
来
の
用
語
法
に
従
う
。

〈日
)

N

巳ロ

ω-bz
豆
島
B
E
t弓
g
F
p
h
u
b
-円
ミ

E-st・"JE-

〉
-
Z・切
g
h信
号

g-N40F-
ヨ
o
n
E
P
S
F
ω
ミ
l
g∞・

(
臼
)
一
五

O
七
年
に
シ
ャ
イ
パ

1
ニ
ー
が
へ
ラ
1
ト
を
占
領
し
た
際
、
サ

イ
イ
ド
や
ウ
ラ
マ
!
と
い
?
た
人
々
が
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ

ら
ず
、
「
自
ら
の
諸
々
の
重
要
事
を
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
に
関
し
て
」
、

シ
ャ
ラ
フ
ッ
デ
ィ
l
ン
・
ア
ブ
ド
ウ
ツ
ラ
ヒ
l
ム
・
サ
ド
ル
を
頼
ら
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
〔
吋

a
s
g
N〕
、
サ

ド
ル
の
職
掌
の
内
容
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。
向
、

こ
の
人
物
の
へ
ラ
l
ト
に
お
け
る
行
動
に
つ
い
て
は
久
保
一
之
、
前
掲

論
文
、
一
一
一
一
一

i
一
三
七
頁
を
参
照
の
こ
と
。

(
臼
〉
匂

R
N
E
B
-
E
街
、
本
書
は
シ
ャ
イ
パ

l
γ
朝
第
四
代
大
ハ
I

ン
、
ウ
パ
イ
ド
ゥ
ッ
ラ

l
d
g
E白Z
U
T
(
在
位
一
五
三
三
J
一
一
一
九
年
)

に
献
呈
さ
れ
た
、
シ
ャ
リ
l
ア
に
則
っ
た
統
治
を
行
な
う
篤
の
手
引
書

と
い
え
る
も
の
で
あ
る
〔
'
p
s
b
N
O
1
N
H
〕
(
但
し
、
献
呈
時
は
ま
だ

大
ハ

l
ン
で
は
な
か
ア
た
〉
。
本
書
に
描
か
れ
る
様
々
な
制
度
が
ど
の

程
度
現
寅
に
機
能
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
賂
来
の
研
究
に
よ
っ
て
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明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
黙
が
多
い
。
ま
た
、
本
書
に
関
し
て
は

己
主
各
国
国
民
自

gロ
の
前
掲
論
文
が
必
讃
の
文
献
で
あ
る
。

(
臼
)
こ
の
人
物
に
関
し
て
は
、
同
・

ωロ
z
n
F
E〉
回
C
H
a
F
k
r
Jへ
、
叶
出
血
ナ

ω〉
冨
〉
閉
山
一
例
〉
zo--wwN叫

HN
を
多
照
の
こ
と
。

(

臼

)

〉

hN.F追
加
注
目
・

(
印
)
チ
ム
l
ル
朝
の
シ
ャ
イ
フ
・
ル
・
イ
ス
ラ
1
ム
職
に
関
し
て
は
、

回
目
白
河
o
r
E
河
2
5
2
・。、・
2
H
J
H
勾
l
H
g、
関
野
英
二
、
前
掲

論
文
、
=
二
二
一
良
を
参
照
の
こ
と
。

(

m

山

)

匂

R
N叫
削
除
白
日
・

(臼〉

F
E
b
白
日

lis-

(
印
)
こ
の
人
物
は
、
ミ

RnsaE守
の
著
者
、
恒
曲
目
白
ロ

Z
X
Y
同
町
阿
の
父
親

に
あ
た
る
。

(
叩
)
現
在
の
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
の
事
件
を
指
し
て
い
る
の
か
確
定
で
き
な

い
で
い
る
。
但
し
、
シ
ャ
イ
パ

l
γ
朝
の
へ
ラ
l
ト
征
服
を
指
し
て
い

る
の
は
ほ
ぼ
開
違
い
な
い
の
で
、
可
能
性
と
し
て
は
一
五
二
二
年
の
、

ム
ハ
ン
マ
ド
・
チ
ム
i
ル
に
よ
る
、
シ
ャ
イ
パ

l
ン
朝
に
と
っ
て
の

「
へ
ラ
l
ト
の
二
度
目
の
征
服
」
か
、
或
い
は
一
五
三
六
年
か
ら
一
五
三

七
年
に
か
け
て
の
、
ウ
メ
イ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
に
と
っ
て
の
「
へ
ラ
l
ト
の

二
度
目
の
征
服
」
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
前
者
に
関
し
て
は
〉
・

〉
・
の
内
宮
ぬ
E
C
回
¥
・
コ
巾
hv
回
巴
伺
巨
巾
出
E
Z
E泊
F
H
E
a
o
℃
r
q
同
8
3白回目‘

℃
曲
目
司
自
「
、
一
四
二
頁
、
後
者
に
関
し
て
は
、
宮
-
∞
-
g
n
r
g
p

b
f
h
b
叫

Z
Q
b司
N
A
h
F
b
宝仙

H
b
m
w
q
N
rケ
(

叫

3
b
R
W
U
R
m
w
h
¥
。、

内
吉
正
h

含
君
主
v
h
q
F
ミ
丸
岡
、
忠
治
一
喝
旬
。

l
E臥
¥
H
U
N十
|
』

MS)-

u
-
2
2
s
t
o
p
H
U
H
-
ロロ
2
0
ロ
C
E
J市
町
色
々
-
H
U
印
∞
、
一
一
一
一
一
五
|
一
一
一
一
二
三

頁
を
参
照
の
こ
と
。

(
礼
)
〉
山
『
史
民
同

F
Q
b』
伊
民
、
回
一
戸
∞

-
u
u
H
m
ω
r・

(
η
)
旬
Q
F
S
N
N品
、
川
本
正
知
「
ホ
l
ジ
ャ
・
ア
フ
ラ
l
ル
の
不
動
産
登

記
文
書
l
l
一
五
世
紀
中
央
ア
ジ
ア
の
私
有
財
産
所
有
に
つ
い
て

l
」

(
『
東
洋
史
研
究
』
五
O
|
三
、
一
九
九
一
年
〉
一
一
一
頁
。
向
、
チ
ム

l
ル
朝
時
代
の
サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
於
い
て
、
こ
の
家
系
に
属
す
る
者
が

寅
際
に
シ
ャ
イ
フ
・
ル
・
イ
ス
ラ
l
ム
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
に

関
し
て
は
、
回
・
切
・
切
回
℃
4
0旬

r
h
F
R
4
h同
一
司
『
伐
巾
同
国
巾
円
O

回目】
2
両国・

3

n
2
h
h
k
s
h
h
p

ロ
(
S
2
r
s
-
V
A
o
n
沢田
P

H
由
主
、
一
一
一
一
一
、
一
六
八

頁
を
参
照
の
こ
と
。

(
百
)
匂
&
S
N吋
U

・
こ
の
時
シ
ャ
イ
フ
・
ル
・
イ
ス
ラ
1
ム
と
さ
れ
た
の

は附内
rd〈
削
』
釦
穴
}
戸
山
若
田
口
門
目
、
ヵ
l
デ
ィ
!
と
さ
れ
た
の
は
同
rd〈削]釦

メ
E
ω
-
e
C
Z
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
雨
者
と
カ
I
デ
ィ

l

・
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
開
柄
は
、
同
じ
ア
ブ
l

・
ア
ッ
ラ
イ
ス
の
一
族

に
属
す
る
と
い
う
こ
と
以
外
不
明
で
あ
る
(
但
し
、
』
h
S宮
町
刷
、
"
に
於

い
て
は
特
定
の
人
物
の
名
穏
と
し
て
用
い
ら
れ
る

O
且同

ω目
白
血
門
官
ロ
ι

と
い
う
言
葉
が
、
字
義
的
に
は
「
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
カ
1
デ
ィ

l
」
を

意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
前
二
者
の
内

の
一
方
が
貨
は
カ
l
デ
ィ

l

・
サ
マ
ル
カ
ン
ド
と
同
一
人
物
で
あ
る
可

能
性
も
あ
る
)
。
こ
の
時
シ
ャ
イ
バ

l
ニ
l
は
、
「
統
治
に
関
興
し
た
」

貴
願
達
に
つ
い
て
は
そ
の
財
産
の
牧
奪
を
命
じ
て
い
る
の
で
〔
旬

S
S

Na〕
、
政
治
に
無
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
ア
プ

I
・
ア
ヅ

ラ
イ
ス
の
一
族
を
か
よ
う
な
地
位
に
就
け
た
の
は
、
何
ら
か
の
政
治
的

意
圃
が
あ
っ
て
の
行
動
と
考
え
ら
れ
る
。

(
九
)

U

内曲。

5'国
叶
由
民
『
向
日
出
向
山
田
宮
民
間
》
宮
司
一
岡
田
富
両
何
回

h
H
g可
同
右
s-

k
h
b

、hH由
品
目
、

h
h
H
L
R
Q
'
H
H
h
h
k
h
b
h
h
h
(
R
E
h
N
h
H

ミ
b
k
s
o
b一
円hhH
霊)・
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AV
曲
院
内
国
沼
田
旬
巾
匂
一
三
向
。
ロ
国
円
関
口
∞
∞
・
口
市
相
沼
山
田
O
L
H
n
ロ巾勺円相園、且
n
R
O『
0
・

回
国
巾
泊
四
国
民
タ
ロ
喝
さ
言
語
回
目
両
国
国
可
保

g
s
m
t両
国
富

-kr・の同-同白
H
2
H
H
・

国国
O
国
O
国・
d
国内
4
r
H
-
V
A
o
n
民国間・

H
由∞
ω・
ω印白・

(
河
〉
一
五
世
紀
後
半
、
チ
ム

1
ル
朝
サ
マ
ル
カ
ン
ド
政
権
の
君
主
遂
に
劉

し
て
大
き
な
政
治
的
稜
言
力
を
有
し
て
い
た
、
ナ
ク
シ
で
ハ
ン
デ
ィ
ー

激
闘
の
指
導
者
、
ホ
l
ジ
ャ
・
ア
フ
ラ
I
ル
阿
自
宅
帥
芯
〉
官
削
円
の
息

子
で
あ
る
。
向
、
チ
ム
l
ル
朝
時
代
に
こ
の
数
園
が
所
持
し
て
い
た
政

治
的
、
社
舎
的
意
義
に
関
し
て
は
、
川
本
正
知
「
ホ
!
ジ
ャ
・
ア
フ
ラ

1
ル
と
ア
プ
1
・
サ
イ
l
ド
|
|
テ
ィ
ム
l
ル
朝
に
お
け
る
聖
者
と
支

配
者
|
|
」
(
『
西
南
ア
ジ
ア
研
究
』
二
五
、
一
九
八
六
年
)
、
同
「
ナ

ク
シ
ュ
パ

γ
デ
ィ
1
数
圏
」
(
『
世
界
史
へ
の
聞
い
』
四
、
岩
波
書
居
、

一
九
八
九
年
〉
を
参
照
の
こ
と
。

(

刊

山

〉

吋

b
F
S
N寸
寸

1
1
N
a
-

(
打
〉
ア
ブ
ド
ル
N

ワ
ザ
ハ

1
プ
・
ハ
ッ
ラ
l
フ
、
前
掲
書
、
二
八
四
頁
。

こ
れ
は
、
具
鐙
聞
に
は
コ

l
ラ
ン
と
ス
ン
ナ
に
劃
し
て
類
推
公
ぽ
曲
目
〉

を
適
用
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
〔
』

-
w
z
n
z
g仏
り
・
回
・
呂
田
?

号一

E
E
」
ロ
]
吋
同
国

kru~
旬
、
〕
。
自
設
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
シ
ャ

イ
パ

l
ニ
ー
が
、
「
理
性
に
よ
り
類
推
し
て
み
る
に
」
と
述
べ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
こ
の
行
震
が
少
な
く
と
も
イ
ジ
ュ
テ
ィ
ハ

l
ド
を
意
識

し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
刊
悶
)
品
問
、
遁
設
で
は
西
暦
九
O
O年
頃
を
境
と
し
て
、
新
た
に
イ
ジ
ュ
テ

ィハ

I
ド
を
行
な
う
こ
と
を
否
定
す
る
見
解
が
イ
ス
ラ
ム
法
皐
に
於
い

て
支
配
的
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
〔
同

8
4
7
p
z
n
F
母
・
円
N.F
・

2
l
J可
印
〕
。
こ
の
結
に
関
し
て
イ
プ
ン
・
ル
1
ズ
ピ
ハ

I
γ
が
如
何
な

る
見
解
を
持
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
今
回
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
シ
ャ
イ
パ

l
ニ
ー
が
、
イ
ス
ラ
ム
法
の
法
源

の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
イ
ジ
ュ
マ

l
の
権
威
を
無
視
し
て
い

る
こ
と
も
見
逃
す
と
と
の
で
き
ぬ
問
題
で
あ
る
が
、
今
回
は
こ
の
黙
に

ま
で
論
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

(
m
m
)

匂
足
早

gla-

(

叩

)

匂
R
N
H削
除

叶

hp

(
m
U

〉

d
-
ユn
r
同
窓
口
出
国
ロ
ロ
は
、
ィ
プ
ン
・
ル
l
ズ
ピ
ハ

1
ン
の
「
巌
格

な
法
的
規
定
と
並
ん
で
公
共
の
一
繭
利
を
も
見
失
う
ま
い
と
す
る
」
柔

軟
な
姿
勢
を
、
「
賞
用
主
義
(
早
田
問
自
注
目

5
5〉
」
と
許
し
て
い
る

〔C
-
z
n
r
出

S
H
B
S
p
a
-
口
戸
、
同
町
〕
。
本
論
争
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
彼
の
行
動
を
、
こ
の
よ
う
な
観
熱
か
ら
考
察
す
る
作
業
も
今
後
重
要

と
な
ろ
う
。

(
位
〉
口
同
〈
正
〉
苫
-oロ
に
よ
れ
ば
キ
プ
チ
ャ
ク
・
ハ

l
ン
圏
第
四
代
ハ

ー
ン
、
ベ
ル
ケ
と
、
イ
ス
ラ
ム
に
入
信
し
た
イ
ル
・
ハ

1
ン
圏
諸
君
主

の
場
合
も
、
彼
等
自
身
は
イ
ス
ラ
ム
へ
の
信
心
と
ヤ
サ
の
遵
守
と
の
聞

に
何
等
の
矛
盾
も
感
じ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
〔
U
白
〈
広
〉
百
-
c
P

R

吋
宮
の
足
三
ぺ
N
C
Q
O

向。r
z
m皮
肉

r同ロ
・
〉
問
中
。
何
回
日
目
口
忠
-oロ-

p
o
r
n
o
-
-
-
9
)
吋
Z
E
Z
E冊
。
士
宮
宮
O
ロ
m
o
r
‘
白
ロ
仏
宮
H
a

江口口]同門]可

O
同
吾
伺
宮
O
口
問
。
-
列
。
冒

-PE--予
件
。
神
宮
州
、
e
b
w
u
w

b
R
S
.
R
N
H
h
N
Q道
民
円
余
凶
M
門

M
内

H
J〉

H
U
叶
ゲ
ロ
斗
〕
。

(
回
〉
ロ
両
日
目
白

HW4白

ω
c
r
s
z
u『
は
、
ウ
パ
イ
ド
ゥ
ッ
ラ
l

の
治
世
ま
で

に
、
シ
ャ
イ
パ

l
y
朝
が
元
来
の
遊
牧
園
家
か
ら
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム

的
園
家
へ
と
縛
化
し
た
と
す
る
が
〔
云
民
紅
白
〈
同

ω忌
E
ロu
J

E

〉
ユ

白ロ円四

]vo--
江
口
印
宮
何
回
同
q
H
m
任
。
o
E
Z
H
U『
の
開
口
可
包
〉
色
白
・
3
門

u
h
h

N
吋

l
l
H
E・
5
8・
E
斗

l
l
E∞
〕
、
堀
川
徹
氏
は
こ
の
設
を
批
剣
し
、
掛
田
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一
該
時
期
の
シ
ャ
イ
パ
l
ン
朝
に
も
モ
ン
ゴ
ル
の
俸
統
が
依
然
と
し
て
生

き
綴
け
て
い
た
と
す
る
〔
掘
川
徹

「
ポ
ス
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
期
の
イ
ス
ラ

I
ム
圏
」
四
五
頁
〕
。
シ
ャ
イ
パ

l
ン
朝
に
於
け
る
イ
ス
ラ
ム
と
ト
ル

コ
・
モ
ン
ゴ
ル
的
停
統
と
の
併
存
に
関
す
る
氏
の
見
解
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

イ
ス
ラ

I
ム
祉
舎
の
支
配
に
臨
ん
で
シ
ャ
イ
パ

l
ン
靭
の
君
主
た

ち
は
理
想
的
な
ム
ス
リ
ム
君
主
と
し
て
調
和
を
図
る
べ
く
努
力
し

て
い
た
一
方
で
、
有
形
無
形
に
租
先
の
惇
統
を
受
け
縫
い
で
い

る

。

〔

問

、

四

六

頁

〕

本
稿
で
述
べ
て
き
た
筆
者
の
見
解
も
、
氏
の
意
見
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
も

の
で
あ
る
。
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SHAIBANI khAn AND ･ULAMlS

―Yasa and Shari'a in Early 16th Century Central Asia―

　　　　　　　　　　　　

ISOGAI Kenichi

　　

Since Shaibani Khan captured Samarqand in 1500, a full-scalerule

of Shaibanid Dynasty over Ma wara' al-Nahr have been realized. Howev-

er, itis not clear hitherto how Shaibanids dealt with Islamic society under

their control.　This article aims to throw light on the problem above

mentioned, taking　a　jurisprudential　dispute　kept　in　Mihman-ｎａｍａ-ｙi

Rｕfehaｒａas ａ basic source｡

　　

In this dispute,it is dicussed whether the representation in inheri-

tance, prohibited in Sunni Islamic law, is to be permitted or not.　Shai-

bani Khan argued for its permission in conformity with his turco-mongol

background. But when Ibn Ruzbihan presented an authority, prohibiting

the representation,from hadith, and when all the 'ulamas those who were

presented there supported it,Shaibani Khan must have withdrawn his claim｡

　　

Shaibani Khan was ａ muslim, but at the same time, he was not free

from turco-mongol tradition.as symbolized by yasa of Chinggiz Khan.

However, he gave preference to shari‘ａwhen he dealt with Islamic society

under his rule.

CHANGES OF AFFINAL RELATIONSHIPS

　　

OF THE FAMILY OF CINGGIS QAN

　　　　　　　　　

UNO Nobuhiro

　　

The purpose of this paper is to analyze affinalrelationships
of the

family of Cinggis Qan, applying the concept of“exchange of
women” in

structural anthropology and to show how the afiinalrelationships
changed

for several generations.

　　

In the generation of sons of Cinggis Qan, Joci married Alci
Noyan･ｓ

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－


